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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月

売上高 (百万円) 345,528 323,313 320,474 329,016 335,916

経常損益 (百万円) 2,232 △1,141 5,556 6,931 7,847

当期純損益 (百万円) △21,089 △9,631 3,527 4,712 6,203

純資産額 (百万円) 48,902 38,178 42,056 46,838 53,009

総資産額 (百万円) 140,633 130,346 121,995 124,393 125,760

１株当たり純資産額 (円) 395.00 307.99 337.16 375.05 424.60

１株当たり当期純損益 (円) △170.58 △77.79 28.40 37.73 49.69

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 28.34 37.66 ―

自己資本比率 (％) 34.77 29.30 34.47 37.65 42.15

自己資本利益率 (％) △34.87 △22.12 8.79 10.60 12.43

株価収益率 (倍) ― ― 20.14 21.34 9.12

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,851 327 7,769 9,388 11,382

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,056 △3,489 3,081 △6,827 △5,668

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,684 1,787 △13,333 △3,360 △5,835

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 13,243 11,869 9,387 8,587 8,466

従業員数
(人)

4,204 3,959 3,855 3,893 3,853
〔外、平均臨時雇用者数〕 (10,897)(10,362)(9,976)(10,001)(10,022)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが当期純損

失であるため記載していません。

３　第57期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月

売上高 (百万円) 316,647 301,620 301,386 314,226 334,495

経常損益 (百万円) 2,328 △1,842 5,186 6,769 7,650

当期純損益 (百万円) △21,949 △10,234 3,585 4,544 6,147

資本金 (百万円) 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549

発行済株式総数 (株) 128,894,833128,894,833128,894,833128,894,833128,894,833

純資産額 (百万円) 54,208 42,831 46,817 51,430 57,545

総資産額 (百万円) 137,220 127,176 123,493 127,912 129,227

１株当たり純資産額 (円) 437.86 345.53 375.33 411.82 460.93

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
12.00

(6.00)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

6.00

(―)

１株当たり当期純損益 (円) △177.53 △82.66 28.87 36.39 49.23

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 28.81 36.32 ―

自己資本比率 (％) 39.50 33.68 37.91 40.21 44.53

自己資本利益率 (％) △33.15 △21.09 8.00 9.25 11.28

株価収益率 (倍) ― ― 19.81 22.12 9.20

配当性向 (％) ― ― ― ― 12.19

従業員数
(人)

3,464 3,355 3,276 3,821 3,791
〔外、平均臨時雇用者数〕 (9,258) (9,120) (8,725) (8,761) (9,754)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが当期純損

失であるため記載していません。

３　第57期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。
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２ 【沿革】

当社(昭和18年３月８日株式会社内匠組として設立、その後商号の変更を重ね、昭和49年４月マルエツ商

事株式会社となる。)は昭和37年以降営業活動を休止していましたが、その後株式会社マルエツ(昭和27年６

月16日設立)の１株の額面金額500円を50円に変更することを目的に、昭和51年４月１日を合併期日として

株式会社マルエツを吸収合併しました。合併により株式会社マルエツの事業を全面的に継承し、同時に商号

を株式会社マルエツに変更しました。

したがって、実質上の存続会社は昭和27年６月16日設立の株式会社マルエツであり、以下の記載事項は実

質上の存続会社について記載しています。
　

年月 概要

昭和27年６月

 

初代社長高橋悦造が埼玉県浦和市(現・さいたま市)において魚の販売を開始(昭和20年10月)した
個人経営の魚悦商店を基礎に有限会社魚悦商店(資本金250千円)を設立、会社の目的を「鮮魚、乾
物食料品の販売」とする。

昭和34年９月 有限会社丸悦ストアーと商号変更。

昭和40年４月 セルフサービス方式の食料品スーパーマーケットの第１号店として大宮店を開店。

昭和40年８月 会社の目的に日用品、雑貨、洋品雑貨の販売等を加える。

昭和45年４月 東京都に進出し、足立区に西新井店を開店。

昭和45年12月 有限会社を株式会社に組織変更。

昭和49年２月 株式会社マルエツと商号変更し、同時に本店を埼玉県蕨市に移転。

昭和50年２月 当社の不動産部門業務を行っていた高橋興業有限会社と合併。

昭和50年５月 会社の目的に衣料品、医薬品の販売等を加える。

昭和50年12月 埼玉県大宮市(現・さいたま市)に大宮物流センターを開設。

昭和51年４月 株式の額面変更を目的として、マルエツ商事株式会社と合併。株式会社マルエツに商号変更。

昭和51年５月 千葉県に進出し、千葉市に幕張店を開店。

昭和52年２月 東京証券取引所市場第二部へ株式上場。

昭和53年１月 株式会社プリマートと合併。

昭和56年６月
 

サンデーマート株式会社（テナント事業を株式会社マルエツ開発が分割により承継したうえで、
当社と合併）の株式取得。

昭和56年７月 株式会社サンコーと合併。本店を東京都新宿区揚場町２番地14号に移転。

昭和59年１月 大阪証券取引所市場第二部へ株式上場。

昭和59年10月 東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部に指定。

昭和60年８月 埼玉県浦和市(現・さいたま市)に精肉専用の浦和加工センターを開設。

昭和61年10月 埼玉県白岡町に鮮魚専用の白岡生鮮加工センターを開設。

平成元年４月 株式会社マルエツ開発(現・連結子会社)を設立。

平成元年７月 本店を東京都豊島区東池袋５丁目51番12号に移転。

平成４年３月 株式会社マーノ(現・連結子会社)を設立。

平成７年６月 定時株主総会決議により決算期を３月31日から２月末日に変更。

平成７年11月 栃木県に進出し、小山市に小山店を開店。

平成８年１月 茨城県に進出し、阿見町に阿見店を開店。

平成13年８月 株式会社すえひろ（サンデーマート株式会社と合併）の第三者割当増資を引受ける。

平成14年１月 株式会社ポロロッカ（当社と合併）の株式取得。

平成14年10月 株式会社日本流通未来教育センター（現・持分法適用関連会社）を設立。

平成15年９月 大阪証券取引所市場第一部上場廃止申請。

平成15年12月 大阪証券取引所市場第一部上場廃止。

平成15年12月 サンデーマート株式会社と株式会社すえひろが合併。（存続会社はサンデーマート株式会社）

平成18年10月 丸紅株式会社が当社株式の議決権の過半数を取得し当社の親会社となる。

平成19年３月
 

株式会社ダイエーが保有する当社株式の一部をイオン株式会社に譲渡したことにより丸紅株式会
社は、親会社に該当しなくなる。

平成19年９月
 

株式会社ダイエーが保有する当社株式の一部をイオン株式会社に譲渡したことによりイオン株式
会社が当社の筆頭株主となり、株式会社ダイエーは主要株主に該当しなくなる。

平成19年12月
 

株式会社ポロロッカと合併し、サンデーマート株式会社のテナント事業を株式会社マルエツ開発
が分割により承継したうえで、同社の小売事業と合併。

平成21年２月 提出会社における期末日現在店舗数242店舗。
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３ 【事業の内容】

当企業集団は、当社及び当社の関係会社(連結子会社４社、持分法適用関連会社１社)により構成され、小

売及び小売周辺業務を主な内容とし、さらにこれらを補完する不動産事業等の事業活動を展開しています。

当企業グループの事業にかかわる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。

なお、事業区分は「事業の種類別セグメント情報」と同一です。

小売事業―――――当社がスーパーマーケットを営んでいます。

不動産事業――――㈱マルエツ開発が営んでいます。

その他の事業―――㈱マーノは事務処理の受託業務を、㈱クローバ商事は商品開発を担当しています。

　　　　　　　　　㈱日本流通未来教育センターは教育事業を営んでいます。

　

事業の系統図は次のとおりです。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

㈱マルエツ開発
 

東京都中野区 95不動産事業 100.0

(1) 当社は同社に不動産の
仲介、店舗開発業務を
委託しています。

(2) 当社は同社より建物を
賃借しています。

(3) 当社は同社に対し、資
金の貸付を行っていま
す。

(4) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。

㈱マーノ 東京都豊島区 10
その他の事業
(事務業務
受託業)

100.0

(1) 当社は同社に事務業務
を委託しています。

(2) 当社は同社に本部事務
所を賃貸しています。

㈱クローバ商事 東京都豊島区 28
その他の事業
(商品開発
事業)

100.0
(1) 当社は同社に本部事務

所を賃貸しています。

その他１社 　 　 　 　 　

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　

㈱日本流通未来教育センター 埼玉県蕨市 100
その他の事業
(教育事業)

50.0
(1) 当社の役員２名が同社

の役員を兼任していま
す。

(その他の関係会社) 　 　 　 　 　

イオン㈱
(注)２

千葉県千葉市美浜区 199,054純粋持株会社
(被所有)
33.2

(1) 当社は同社グループ会
社から商品の仕入を
行っています。

(2) 当社は同社グループ会
社より建物を賃借して
います。

(3) 当社の役員１名が同社
の執行役を兼任してい
ます。

丸紅㈱
(注)２、３

東京都千代田区 262,686総合商社
(被所有)
29.9
(29.9)

(1) 当社は同社グループ会
社から商品の仕入を
行っています。

(2) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。

丸紅フーズインベストメント㈱ 東京都千代田区 10投資会社
(被所有)
29.9

 

(1) 当社は丸紅グループ会
社から商品の仕入を
行っています。

(注) １　上記のうちに、特定子会社はありません。

２　有価証券報告書を提出しています。

３　議決権の被所有割合の(　)内は被間接所有割合で内数です。

４　㈱マルエツ開発は、平成20年７月１日付で減資を行い、資本金が995百万円から95百万円となりました。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年２月28日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

小売事業 3,786　(9,754)

不動産事業 26　(　 30)

その他の事業 41　(  238)

合計 3,853 (10,022)

(注)　従業員数は就業人員です。また(　)内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、

外数で記載しています。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年２月28日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

　3,791　(9,754) 40.7 17.2 5,119

(注) １　従業員数は就業人員です。また(　)内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であ

り、外数で記載しています。

２　平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでいます。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて、提出会社にはマルエツ労働組合、サンデーマート労働組合及びポロロッカユニ

オンの３労組が組織されています。

平成21年２月28日現在における組合員数は、マルエツ労働組合8,262人(パートタイマー5,875人含

む。)、サンデーマート労働組合424人（パートタイマー103人含む。）、ポロロッカユニオン85人（正社員

のみ。）で上部団体のＵＩゼンセン同盟に加盟しています。

なお、各労働組合との労使関係は穏健で安定しています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化による世界経済の減速、急激な円高

や内需・外需の冷え込み並びに資金調達環境の悪化等により企業業績が急速に落ち込みました。さらに、

昨年９月以降、金融危機が実体経済に影響し、企業倒産の増加や雇用情勢が悪化する等、国内経済は極め

て厳しい状況で推移しました。

小売業界では、外食を控え自宅で食事をとる内食志向の高まりにより一部では堅調に推移しているも

のの、全体として業種・業態を越えた企業間競争の激化が続く中、お客様の生活防衛意識が一段と強まる

等、厳しい経営環境が続いています。

このような状況の中、当社グループは「競争優位性の確立」「インフラ整備とローコスト化の推進」

「人と組織の活性化」「マネジメント力の強化」等の各施策に取り組みました。

これらの結果、当連結会計年度の営業収益は3,423億37百万円(前年同期比2.0％増)、営業利益は83億４

百万円(前年同期比9.7％増)経常利益は78億47百万円(前年同期比13.2％増)となり、特別利益として８億

20百万円、特別損失として21億52百万円計上した結果、当期純利益は62億３百万円(前年同期比31.7％増)

となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

　

(小売事業)

小売事業につきましては「お客さまとの絆」を大切にして、やさしいお店づくりに取り組みました。

商品施策面につきましては「アウトスタンディングバリュ(突出した価値)」のある商品づくりに取

り組む一環として、品質だけではなく価格面での優位性を活かした低価格型のプライスＰＢ(プライ

ベートブランド)商品の開発、品揃えの充実に努めました。

さらに、お客様の生活防衛意識の高まりと節約志向にお応えするため、イオングループのプライベー

トブランドであるトップバリュの取扱店舗を拡大するとともに、昨年10月16日よりプライスＰＢ商品

をはじめ、生活必需品を中心に１ヵ月を通じてお買得価格でご提供する月間特選等、生鮮食品、加工食

品及び日用雑貨等の商品を「生活応援価格」と銘打ち低価格にてご提供しています。

あわせて「生鮮・惣菜の強化」に取り組みました。特に青果では、お客様の食の安全に対する関心が

高まる中「安全・安心・健康」に配慮し、栽培方法と産地にこだわった有機栽培農産物及び特別栽培

農産物である「土壌自慢」の品揃え、販売を強化しました。

販売施策面につきましては、平成19年12月に行った当社の小売事業再編後初の全店舗をあげてお客

様の生活を応援する「総力祭」並びに新ＣＩ(コーポレートアイデンティティ)の制定から１年を迎え

るにあたり新ＣＩの認知度向上と食の専門店としてのブランド構築を図るため「新生マルエツ誕生１

周年祭」のビッグセールを開催しました。

さらに、平日におけるお客様の来店頻度を高めるために、昨年11月より毎週木曜日に「ダイナマイト

市」を開催し、生鮮食品を中心に旬商品の訴求並びにメニュー提案を行いました。

これらの各施策により、当社の既存店売上高前年比は102.3％と好調に推移しました。

この他、全てのお客様にやさしい「おもてなし」ができるよう接客技術の向上に取り組みました。

特にレジ業務従事者は、お客様と直接の接点を持ち、当社を印象付ける重要な機能を担っていること
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から「歓迎」という意味の言葉である「グリーター」と名称変更し「おもてなし」の気持ちで心のこ

もった接客を行い地域との絆づくりを推進しました。

あわせてお客様の多様なニーズに柔軟に対応し最適なご提案ができるよう、全従業員を対象に10の

分野にわたる食文化や商品等の専門知識に関する「商品知識検定制度」を導入して人材育成に努めま

した。

食育普及の取り組みとして当社の料理＆カルチャー教室「いーとぴあ」を昨年10月、よりお客様が

ご利用し易いよう当社の蕨店隣接地に移転し、リニューアルオープンしました。

また、食育体験ツアー、料理教室開催の他「キッチンいーとぴあ」をマルエツ20店舗に設置し、食事

バランスガイドを基にしたメニュー、旬の食材や新商品並びに当社開発商品を使ったメニューのご提

案を実施しています。

店舗につきましては、マルエツ勝どき六丁目店(東京都)、ポロロッカ護国寺駅前店(東京都)、フー

デックスプレス白金台プラチナ通り店(東京都)、ポロロッカ港南シティタワー店(東京都)、マルエツ行

徳駅前店(千葉県)、国内最大級の“エコ・ショッピングセンター”「イオンレイクタウン」内にマル

エツ越谷レイクタウン店(埼玉県)、ポロロッカ西早稲田駅前店(東京都)の７店舗を新設しました。

また、経営資源の効率化を図るため、マルエツ西葛西店(東京都)、マルエツ岩槻西町店(埼玉県)の２

店舗の閉鎖を行った結果、当連結会計年度末の店舗数は242店舗となりました。

この他、既存店活性化のため、大型基幹店舗の改装や、その地域のマーケットニーズに対応した業態

移管等を行い、合計54店舗の改装、リニューアルを実施しました。

ローコスト化の推進につきましては、当連結会計年度より「コスト削減委員会」を新設し、全社的な

コスト意識の高揚を図るとともに、コスト全般の削減に努めました。

店舗作業面につきましては、金銭管理オペレーションの省力化、簡素化、標準化を図るため新金銭管

理システムを全店舗に導入するとともに、商品発注業務の効率化、標準化を目的に生鮮部門の商品発注

システムの見直しを行いました。

環境保全活動につきましては、地球規模で問題となっている温暖化を防止するため、当社はＣＯ2削

減への取り組みとして、リサイクル資源の店頭回収等、お客様にもご協力をいただきながら進めてきま

した。

今回、この課題解決に向けた当社の取り組みを明確にするため、ＣＯ2排出について平成24年度に１

店舗平均10％削減(平成19年度対比)することを目標に定め取り組みを開始しました。

また、昨年９月10日にマルエツ・フーデックスプレス・リンコス190店舗において、環境マネジメン

トシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しました。

さらに、下期に新設したマルエツ越谷レイクタウン店では、環境循環型農産物の販売やＬＥＤをはじ

めとした省エネタイプの照明を使用する等、より環境に配慮した店舗づくりを推進しています。

社会貢献活動につきましては、店舗に設置している飲料自動販売機の売上金の１％相当額を社会福

祉協議会等を通じて地域の介護・養護施設へ寄付する活動を開始しました。

これらの結果、小売事業の当連結会計年度の営業収益は3,384億57百万円(前年同期比2.0％増)、営業

利益は83億14百万円(前年同期比7.4％増)となりました。
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(不動産事業)

株式会社マルエツ開発では、地域密着型ショッピングモール「エムズタウン」のサービス力強化、不

動産賃貸等の効率的運営に努めました。

これらの結果、不動産事業の当連結会計年度の営業収益は37億65百万円(前年同期比1.1％増)、営業

損失は44百万円(前年同期は営業損失１億94百万円)となりました。

(その他の事業）

その他の事業につきましては、商品開発を担当している株式会社クローバ商事、ポイントカード運用

に関わる業務を行っている株式会社トマトスタンプ、事務代行サービス及び人材派遣を行っている株

式会社マーノにより構成され、これら小売周辺業務を通じ継続して当社グループ内での取り扱い業務

の拡大を図りました。

これらの結果、その他の事業の当連結会計年度の営業収益は１億15百万円(前年同期比3.0％減)、営

業利益は34百万円(前年同期比64.5％増)となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億20百万円減少し84億66百万

円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前当期純利益65億15百万円、減価償却費34億67百万円、減損損失８億34百万円、預り保証

金の増加11億91百万円、利息支払額５億８百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローの増加

は113億82百万円(前年同期比19億94百万円の増加)となりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産の取得による支出66億37百万円、差入保証金の減少による収入21億14百万円等により、

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、56億68百万円(前年同期比11億58百万円の増加)となり

ました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

長期借入金の返済による支出10億92百万円、コマーシャルペーパー純減額20億円等により、財務活動

によるキャッシュ・フローの減少は58億35百万円(前年同期比24億74百万円の減少)となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。

　

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
(平成19年３月１日～
平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成20年３月１日～
平成21年２月28日)

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業 331,701 102.7 338,457 102.0

不動産事業 3,723 103.8 3,765 101.1

その他の事業 118 33.1 115 97.0

計 335,543 102.6 342,337 102.0

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しています。

２　上記金額には消費税等は含んでいません。

　

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。

　

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
(平成19年３月１日～
平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成20年３月１日～
平成21年２月28日)

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業 236,633 102.9 241,020 101.9

不動産事業 ― ― ― ―

その他の事業 654 134.9 944 144.3

計 237,288 103.0 241,965 102.0

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しています。

２　上記金額には消費税等は含んでいません。
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３ 【対処すべき課題】

今後の経営環境は、個人消費の減少及び雇用情勢等、景気のさらなる悪化懸念があり、小売業界におきま

しても、より一層の価格競争の激化等が予想される中、極めて不透明な状況が続くものと思われます。

このような状況の中で、当社グループは「スピードと競争」を基本テーマに「競争優位性の確立」「イ

ンフラ整備とローコスト化の推進」「人と組織の活性化」「マネジメントと実現力の強化」の各項目に取

り組みます。

①　競争優位性の確立

競争環境が激化する首都圏において、さらなる市場占拠率の向上を図るため「小商圏高占拠率の実

現」「“食の専門店”としての基本機能強化」「店舗フォーマットの確立」を行います。

イ．小商圏高占拠率の実現

常に「市価」を意識し「市価」を外さない商売を行うとともに、個店営業力と商圏内マーケティン

グ機能を強化し、食品における500ｍ商圏内の市場占拠率を拡大します。

ロ.“食の専門店”としての基本機能強化

商品開発、産地開発を強化し、お客様に支持される価格と品質を実現します。

また、豊富な商品知識を持った従業員の育成を目指し、変化するお客様ニーズに対応します。

ハ．店舗フォーマットの確立

人口増加の傾向が続く都心部への出店加速に向け、50坪のプロトタイプを開発することにより、都市

生活者の多様なご要望にお応えできる店舗モデルを確立します。

　

②　インフラ整備とローコスト化の推進

競争力強化とローコスト経営を目指し「店舗オペレーション改革の推進」「物流・システム体制の構

築」「生鮮加工センターの再構築」を行います。

イ．店舗オペレーション改革の推進

店舗業務の削減とシステム化を図り、店舗における作業の標準化、単純化、省力化の推進による店舗

業務改革、生産性の向上に取り組みます。

ロ．物流・システム体制の構築

ローコストな企業体質を目指し、食品スーパーマーケットとして最適な物流・システム体制を構築

します。

ハ．生鮮加工センターの再構築

既存のセンター機能を積極的に活用するとともに、新たな店舗フォーマットに対応した最適な物流

体制を構築します。

　

③　人と組織の活性化

重階層組織解消によるスピードを持った執行体制の実現及び当社グループの成長戦略を担う人材の安

定的確保と育成に取り組み「組織・人員配置の見直し」「人事制度の改革」を行います。

イ．組織・人員配置の見直し

間接部門のスリム化により創出した要員を直接部門へ配置することにより、営業部門の強化を図り

ます。

ロ．人事制度の改革

サンデーマート株式会社、株式会社ポロロッカとの合併効果を最大限引き出すために、業態毎に対応

した柔軟な人事制度を構築します。
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④　マネジメントと実現力の強化

社内における決め事やルールを明文化し、責任の所在を明確にするため「基礎基本、原理原則の徹底」

「アカウンタビリティ(説明責任)の徹底」「食の安全・安心の確立」「環境対応の推進」を行います。

イ．基礎基本、原理原則の徹底

従業員一人ひとりがマルエツ行動憲章に基づいた企業活動を推進し、常に責任のある行動をとれる

体制を構築します。

ロ．アカウンタビリティ(説明責任)の徹底

各部署がそれぞれの立場において責任を持って与えられた業務を遂行し、その結果については合理

的な説明が出来る体制を構築します。

ハ．食の安全・安心の確立

「品質管理センター」機能を強化することにより品質管理、衛生管理の徹底を図り、お客様の食に対

する信頼度を高めます。

ニ．環境対応の推進

昨年９月10日にマルエツ・フーデックスプレス・リンコス190店舗において取得した、環境マネジメ

ントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を、サンデーマート・ポロロッカ店舗に拡大し、全

店認証を目指します。

また、ＣＯ2削減に向けた取り組みについては、平成20年度に策定した削減目標の達成に向け、全社を

挙げて取り組みます。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因について主なも

のを記載しています。

有価証券報告書提出日(平成21年５月29日)現在、以下のようなものであると考えています。

　

(1) 小売事業における市場動向

当社グループの中核事業である小売事業は、景気や個人消費の動向、異常気象等の影響を受け易い特性

があります。店舗間競争が激化している環境下で、個人消費の低迷が長期にわたり続いた場合、当社グ

ループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 法的規制

当社グループは、食品衛生法・ＪＡＳ法・薬事法や環境・リサイクル関連法規等の法的規制の適用を

受けております。当社グループとしては、法令遵守を旨とし、社内体制の万全を期しておりますが、現在予

期し得ない法的規制等が設けられたり、これら法的規制等に依る指導を受けた場合、当社グループの営業

活動が制限されることにより、業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(3) 店舗数の増加及び減少

当社グループは出店に関して、マーケット分析等を行い投資回収計画を作成しておりますが開店後の

業績が対策を講じても計画通りに推移しない場合、投資回収に計画差が生じ、以後の出店計画を見直す場

合があります。

店舗の出店または閉鎖が計画通りに推移しない場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼ

す可能性があります。

　

(4) 食品の安全性

当社グループでは食品の安全性に日頃より充分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充

実や生産履歴(トレーサビリティ)の明確化に努めています。

万一、食中毒の発生等でお客様にご迷惑をお掛けする事態が発生したり、近年の米国産牛のＢＳＥ問題

等予期せぬ事態が発生することにより、消費者に対する不安感が広まった場合、当社グループの業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(5) 年金債務及び年金資産

当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の基礎率を前

提に算出しています。この前提が経済環境の変化、その他の要因により変動した場合や年金資産の運用実

績が低下した場合には、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 金利・金融市場の動向

当社グループの借入金の中には固定金利の借入金もあり、金利変動リスクの軽減を図っていますが、今

後の金利変動・金融市場の動向によっては、当社グループの金利負担・資金調達等において、業績及び財

政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(7) 訴訟事件

当社は、仕入業者、不動産賃貸人、その他の取引先と多種多様な契約を締結しており、これらの関係先と

良好な関係を構築するよう努めていますが、諸事情によりこれら関係先との間で訴訟が生じた場合、当社

グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社が提起されている重要な訴訟に関しては「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (２）そ

の他」及び「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 (３）その他」に記載のとおりです。

　

　

(8) 店舗システム運用上のリスク

当社グループが事業展開をするための店舗における各種システムは、通信回線の二重化、不正侵入抑止

等の対策を講じておりますが、一般の認識のとおり完全にリスク回避できるものではありません。自然災

害や事故等により甚大な設備の損壊があった場合、通信回線に支障が出た場合、不正侵入や従業員の過誤

による障害が起きた場合には業務の遂行に支障をきたし、当社グループの業績及び財政状況に影響を及

ぼす可能性があります。

　

(9) 個人情報保護のリスク

当社グループは、各店舗の顧客などに関する多くの個人情報を保有しています。個人情報などこれらの

情報の取り扱いについては、社内ルールを設定し管理を徹底していますが、情報流失や犯罪行為等により

情報漏洩が発生する可能性があります。その場合、社会的信用や企業イメージを損ない、当社グループの

業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(10) 財務制限条項

当社グループでは、自己資金、借入金及びコマーシャルペーパーにより資金調達を行っています。借入

金のうち、シンジケートローン契約については、各年度の中間決算期末及び決算期末における単体及び連

結の貸借対照表における純資産の部の金額、各年度の決算期末における単体及び連結の損益計算書の経

常損益等に関しての財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、多数貸付人の請求により期

限の利益を喪失し、借入金全額を直ちに返済する義務を負うことになっており、当社グループの業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
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(11) 事業展開地域における自然災害、新型インフルエンザ等の感染症の流行によるリスク

当社グループの事業展開拠点は首都圏に集中しています。したがいまして、首都圏において大規模な地

震・風水害などの自然災害や、テロ行為及び人為的要因を含む様々なトラブル等の発生により、事業の運

営に支障をきたす場合や設備等の回復に多額の費用が発生する場合、また、新型インフルエンザ等の感染

症の流行による社会的・経済的混乱に伴い販売・事業活動等が阻害された場合、当社グループの業績及

び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　イオン株式会社及び丸紅株式会社との業務提携契約の締結

　当社は、平成19年７月10日付けで、イオン株式会社及び丸紅株式会社と業務提携契約を締結しています。

　この提携により「商品」「金融サービス事業」「システム及び物流」「資材・サービスコスト削減」

「ＳＣ開発ノウハウの共有化推進」「人材交流の推進」等の各分野において具体策の検討または、取り

組みを行っています。
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６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

１　重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成しています。この連結財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基

づいて実施しています。

詳細につきましては、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(１)連結財務諸表　連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりです。

　

２　財政状態の分析

(1) 資産の部

当連結会計年度末における総資産の額は、前連結会計年度末に比べ13億66百万円増加(前期比1.1％

増)し1,257億60百万円となりました。流動資産は、主に有利子負債の削減等による現金及び預金の減少

がありましたが、売掛金及びたな卸資産の増加等により前連結会計年度末に比べ1億81百万円増加(前

期比0.7％増)の248億95百万円となりました。固定資産は、７店舗の新設及びテナント館の新設等によ

り有形固定資産が21億86百万円増加しましたが、差入保証金が11億21百万円減少したこと等により11

億84百万円増加(前期比1.2％増)して1,008億64百万円となりました。

(2) 負債の部

当連結会計年度末における負債合計額は、前連結会計年度末に比べ48億４百万円減少(前期比6.2％

減)し727億51百万円となりました。流動負債は、短期借入金及びコマーシャルペーパーの減少がありま

したが、次期返済予定の長期借入金を１年内返済予定長期借入金に振り替えたこと等により67億87百

万円増加(前期比18.6％増)して433億66百万円となりました。固定負債は、上記の１年内返済予定長期

借入金への振り替え等により前連結会計年度末に比べ115億92百万円減少(前期比28.3％減)して293億

85百万円となりました。

なお、前連結会計年度から継続して財務体質の改善に取り組んだ結果、有利子負債につきましては、

前連結会計年度末と比べ58億２百万円減少し302億99百万円となりました。

(3) 純資産の部

当連結会計年度末における純資産額は、主に当期純利益62億３百万円の計上により前連結会計年度

末に比べ61億70百万円増加(前期比13.2％増)し530億９百万円となりました。この結果、当連結会計年

度末の自己資本比率は、前連結会計年度末の37.7％から42.2％に改善し、１株当たり純資産額は、前連

結会計年度末に比べ49.55円増加し424.60円となりました。
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３　経営成績の分析

(1) 営業収益等

当連結会計年度における営業収益は3,423億37百万円(前年同期比2.0％増)となりました。これは、提

出会社の既存店売上高前年比が102.3％と好調に推移したこと等によるものです。

売上総利益につきましては、商品発注業務の効率化、商品管理精度の向上等により938億10百万円(前

年同期比2.2％増)となりました。

(2) 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、主に店舗賃借料等の減少がありましたが、人件費及び水道光熱費の増加等

により、前連結会計年度と比べ12億７百万円増加し919億27百万円(前年同期比1.3％増)となりました。

(3) 営業利益、経常利益

以上の結果、販売費及び一般管理費の増加があるものの、売上総利益の改善により、営業利益は83億

４百万円(前年同期比9.7％増)となりました。営業外収益として匿名組合投資利益等４億50百万円(前

年同期比16.4％減)計上し、営業外費用として支払利息、固定資産除却損等９億７百万円(前年同期比

23.0％減)計上した結果、経常利益は78億47百万円(前年同期比13.2％増)となりました。

(4) 特別損益

特別損益は、特別利益として立退補償金収入等８億20百万円計上し、特別損失として減損損失等21億

52百万円計上しました。

(5) 当期純利益

以上の特別損益を計上した結果、税金等調整前当期純利益は65億15百万円となり、これに法人税、住

民税及び事業税、法人税等調整額を計上した結果、当期純利益は62億３百万円(前年同期比31.7％増)と

なりました。

　

４　資本の財源及び資金の流動性の分析

(1) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２［事業の状況］　１［業績等の概要］　(2)キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりです。また、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとお

りです。

　

EDINET提出書類

株式会社　マルエツ(E03066)

有価証券報告書

 20/120



(2) キャッシュ・フロー指標のトレンド

　

　
平成17年２月
期　　　末

平成18年２月
期　　　末

平成19年２月
期　　　末

平成20年２月
期　　　末

平成21年２月
期　　　末

自己資本比率 (％) 34.8 29.3 34.5 37.7 42.2

時価ベースの自己資本比率 (％) 50.3 44.6 58.5 80.8 45.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

13.2 162.4 5.1 3.8 2.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

3.9 0.4 11.8 18.4 22.4

(注) １　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の算式により算出しています。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　 ２　株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。

　　 ３　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してい

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

しています。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

　

５　経営成績に重要な影響を与える要因

「４［事業等のリスク］」に記載のとおりです。

　

６　経営者の問題認識と今後の方針

「３［対処すべき課題］」に記載のとおりです。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループの設備投資については、小売事業関連を中心に店舗網の拡充のための新規出店、既存店活性

化に重点を置き効率的な店舗から優先的に改装を行いました。

提出会社では、マルエツ勝どき六丁目店(東京都)等７店舗を新設し、22店舗の改装を行いました。

この結果、当連結会計年度の設備投資総額(差入保証金等を含む。)は、8,171百万円となりました。

また、当連結会計年度において、重要な設備の除却売却等については、提出会社では、マルエツ西葛西店

（東京都）等２店舗の閉鎖を行いました。

この結果、固定資産除却損を242百万円及び店舗閉鎖費用241百万円等を計上しています。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成21年２月28日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容
(事業の種類別
セグメント)

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

その他 合計

茨城県岩井店
(坂東市)

店舗
(小売事業)

― 9 5 15
23
(58)

栃木県小山店
(小山市)

店舗
(小売事業)

― 53 15 69
22
(54)

埼玉県朝霞店
(朝霞市)
他54店舖

店舗
(小売事業)

4,262
(31,515)

5,025 847 10,134
802

(2,171)

千葉県北柏店
(柏市)
他47店舗

店舗
(小売事業)

4,886
(47,182)

5,336 720 10,942
618

(1,965)

東京都新糀谷店
(大田区)
他91店舗

店舗
(小売事業)

624
(1,586)

5,125 1,309 7,059
957

(2,959)

神奈川県井土ヶ谷店
(横浜市南区)
他44店舗

店舗
(小売事業)

6,196
(18,036)

5,657 893 12,747
681

(2,340)

加工センター
白岡生鮮加工センター
(埼玉県白岡町)
他１センター

加工センター
(小売事業)

673
(8,915)

415 38 1,127 ―

本社及び分室
(東京都豊島区他)

事務所
(小売事業)

― 99 126 226
688
(207)

貸店舗その他
(埼玉県さいたま市南区他)

店舗
(小売事業)
(不動産事業)

8,431
(89,961)

3,457 186 12,075 ―

(注) １　帳簿価額のうち、「その他」は器具備品等であり、建設仮勘定は含んでいません。なお、金額には消費税等は含

んでいません。

２　帳簿価額は、未実現利益控除前の金額です。

３　従業員数の(　)内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記載して

います。

４　土地及び建物の一部を賃借しています。なお、敷金及び保証金を33,220百万円差入れています。

５　貸店舗その他は、主としてテナントに賃貸中のものです。

６　加工センターは、賃貸設備です。

７　リース契約による主な賃借設備は次のとおりです。

　

名称 主なリース期間 年間リース料(百万円) リース契約残高(百万円)

情報関連機器 ５年 60 585

ＰＯＳ関連機器 ５年 950 1,751

陳列什器等 ５年 1,110 1,358
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(2) 国内子会社

平成21年２月28日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容
(事業の種類別
セグメント)

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

その他 合計

㈱マルエツ開発
本社及び貸店舗その他
(埼玉県さいたま市
桜区他)

事務所及び
商業施設
(不動産事業)

8,428
(51,409)

4,160 62 12,652
21
(30)

(注) １　帳簿価額のうち、「その他」は器具備品等であり、建設仮勘定は含んでいません。なお、金額には消費税等は含

んでいません。

２　帳簿価額は、未実現利益控除前の金額です。

３　従業員数の(　)内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記載して

います。

４　土地及び建物の一部を賃借しています。なお、敷金及び保証金を834百万円差入れています。

貸店舗その他は、主としてマルエツへの賃貸設備です。

５　リース契約による主な賃借設備は次のとおりです。
　

会社名 名称 主なリース期間
年間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

㈱マルエツ開発 パーキング装置等 ５年 ７ ８

　

(3) 在外子会社

該当事項はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　

会社名 名称 所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

投資予定額
資金調達
方法

着手及び完了
予定年月 売場

面積
(㎡)総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

提出会社

ナリア武蔵浦和
店

埼玉県
さ い
た ま
市 南
区

小売事業 新設店舗 542 ―
自己資金及
び借入金

平成21年
１月

平成21年
３月

1,570

金町再開発物件
(仮称)

東京都
葛飾区

小売事業 新設店舗 1,9521,511
自己資金及
び借入金

平成18年
３月

平成21年
９月

1,653

平成21年度
その他７店舗

― 小売事業 新設店舗 1,344 201
自己資金及
び借入金

― ― ―

(注)　上記金額には、消費税等は含んでいません。

　

(2) 重要な設備の除却等

　

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 208,009,000

計 208,009,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成21年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年５月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 128,894,833 128,894,833
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
1,000株

計 128,894,833 128,894,833― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

なお、平成21年５月28日開催の定時株主総会において、ストックオプション制度の導入を決議していま

す。

制度の内容につきましては、第４［提出会社の状況］１［株式等の状況］（8）［ストックオプション

制度の内容］をご参照ください。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成16年７月１日(注) ― 128,894 ― 37,549 △9,000 9,776

(注)　平成16年５月27日開催の定時株主総会にて、資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であり、平成

16年７月１日の債権者保護手続の完了後、その他資本剰余金へ振替ています。

　

(5) 【所有者別状況】

平成21年２月28日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 37 28 356 90 3 2,6883,202 ―

所有株式数
(単元)

― 14,136 502 96,1835,956 38 11,336128,151743,833

所有株式数
の割合(％)

― 11.0 0.4 75.1 4.7 0.0 8.8 100.0 ―

(注) １　自己株式4,049,238株は「個人その他」に4,049単元、「単元未満株式の状況」に238株含まれています。

２　証券保管振替機構名義の株式は、「単元未満株式の状況」に300株含まれています。

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 41,201 31.96

丸紅フーズインベストメント
株式会社

東京都千代田区大手町１丁目４番２号 37,113 28.79

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,121 2.42

株式会社マルナカ 香川県高松市円座町1001番地 2,172 1.69

日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,982 1.54

株式会社菱食 東京都大田区平和島６丁目１番１号 1,967 1.53

株式会社日本アクセス 東京都世田谷区池尻３丁目１番３号 1,944 1.51

国分株式会社 東京都中央区日本橋１丁目１番１号 1,813 1.41

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社４Ｇ

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,770 1.37

株式会社みずほコーポレート
銀行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,505 1.17

計 ― 94,591 73.39

(注) １　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社４Ｇの所有株式は、信託業務に係るものです。

２　上記の他、当社は自己株式4,049,238株（持株比率3.14％）を保有していますが、上記大株主からは除外してい

ます。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 4,049,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 124,102,000
　

124,102 ―

単元未満株式 普通株式 743,833
　

― ―

発行済株式総数 　 128,894,833
　

― ―

総株主の議決権 ― 124,102 ―

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式238株及び証券保管振替機構名義の単元未満失念株式が300株含

まれています。

　

② 【自己株式等】

平成21年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社マルエツ

東京都豊島区東池袋５丁目
51番12号

4,049,000 ― 4,049,000 3.14

計 ― 4,049,000 ― 4,049,000 3.14
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当該制度は、会社法に基づき、平成21年５月28日の取締役会において決議されたものです。

当該制度の内容は、次のとおりです。

　

第１回新株予約権

決議年月日 平成21年５月28日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び執行役員　16名(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 177,600株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間 平成21年６月16日～平成51年６月15日

新株予約権の行使の条件

（1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員に在任中は行使すること

ができず、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。

（2)新株予約権者は、当社から割当を受けた新株予約権及び新株予約権と

同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストックオプショ

ンの全部を一括して行使することを要する。

（3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該

被相続人が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する日までに限り、新

株予約権を行使することができる。

（4)前各号に定める他、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者

との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）２

(注) １　新株予約権の割当日は平成21年６月15日であり、付与対象者の人数及び新株予約権の目的となる株式の数は割

当予定数を記載しています。

２　組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下、

「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約

権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に

基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。

(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の当該期間（以下「権利行使期間」という。）の開始日と組織再編行為の効力発生日のい

ずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権の定めに準じて決定する。
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(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7）新株予約権の行使の条件

残存新株予約権の定めに準じて決定する。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の定めに準じて決定する。

(9) 新株予約権を行使した際に１株に満たない端株がある場合の取決め

残存新株予約権の定めと同じとする。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 43,569 34,495,110

当期間における取得自己株式 13,487 5,817,611

(注)　当期間における取得自己株式には、平成21年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めていません。

　
　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の買増請求) 4,144 2,186,825 ― ―

保有自己株式数 4,049,238 ― 4,062,725 ―

(注)　当期間における「保有自己株式数」には、平成21年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取請求及び単元未満株式の買増請求による株式数は含めていません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重視するとともに、今後とも収益力の向上と財務体質の強化を図

り、業績に応じた成果の配分、ならびに安定配当の継続が重要と考えています。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、毎年８月31日を基準

日として、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

また、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。

当事業年度の配当につきましては、全社一丸となって収益力の回復、財務体質の改善に努めた結果、財務

体質の改善等により復配体制が整ったことから復配とさせていただき、期末に一括して１株当たり年間６

円00銭としています。

また、内部留保資金につきましては、自己資本の充実を図るとともに、営業力の強化に活用し、さらなる企

業価値の向上を追求します。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成21年５月28日
定時株主総会決議

749 ６

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月

最高(円) 726 668 657 891 1,074

最低(円) 495 400 450 491 430

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年９月 平成20年10月 平成20年11月 平成20年12月 平成21年１月 平成21年２月

最高(円) 991 739 621 594 571 526

最低(円) 663 430 483 490 494 435

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

商品統括 髙　橋　惠　三 昭和26年３月30日生

昭和48年３月 当社入社

(注)３ 48

平成３年10月 商品本部鮮魚部長

平成４年４月 営業本部第４販売部長

平成８年４月 商品本部デリカ部長

平成13年５月 当社取締役就任

商品本部副本部長兼デリカ部長

平成14年３月 営業企画本部長

平成15年３月 営業統括付グループ店舗開発担当

兼開発本部長

平成15年７月 株式会社マルエツ開発代表取締役

会長兼社長就任

平成16年３月 開発本部長

平成18年３月 当社代表取締役社長就任(現)

平成19年５月 株式会社日本流通未来教育セン

ター　代表取締役社長就任(現)

平成19年９月 イオン商品調達株式会社取締役

平成20年３月 商品統括(現)

取締役
専務執行
役員

販売統括 古　川　茂　樹 昭和26年３月25日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 25

平成６年４月 販売本部第18販売部長

平成７年４月 商品本部商品企画部長

平成13年３月 営業企画本部副本部長兼営業計画

部長

平成13年５月 当社取締役就任(現)

平成13年７月 営業企画本部長

平成14年３月 営業統括付店舗運営担当

平成16年３月 営業企画本部長

平成18年３月 商品本部長

平成18年５月 常務執行役員

平成20年３月 販売統括（現）

平成21年５月 専務執行役員（現）

取締役
常務執行
役員

営業企画
本部長

上　田　　　真 昭和28年８月17日生

昭和51年３月 当社入社

(注)３ 14

平成７年４月 販売本部第16販売部長

平成８年４月 経営管理本部経営計画部長

平成11年３月 総務人事本部人事部長

平成17年３月 教育人事本部長

平成17年５月 当社取締役就任(現)

平成18年５月 執行役員

平成19年５月 常務執行役員(現)

平成20年３月 営業企画本部長(現)

取締役
常務執行
役員

販売統括
副統括

早　見　栄　髙 昭和30年９月28日生

昭和54年４月 株式会社サンコー入社

(昭和56年７月同社は当社に合併)

(注)３ 10

平成13年３月 営業統括本部南東京エリア

エリア総括マネージャー

平成17年３月 東京販売本部長

平成17年５月 当社取締役就任(現)

平成18年５月 執行役員

平成20年３月 商品副統括(商品調達担当)

平成20年５月 常務執行役員(現)

平成21年３月 販売統括副統括（現）

取締役
常務執行
役員

教育人事
本部長

高　鷲　光　洋 昭和30年３月９日生

昭和52年３月 当社入社

(注)３ 10

平成11年３月 商品本部HBC部長

平成13年９月 営業統括本部南埼玉エリア

エリア統括マネージャー

平成15年３月 経営企画室経営計画部長

平成17年３月 千葉販売本部長

平成17年５月 当社取締役就任(現)

平成18年３月 神奈川販売本部長

平成18年５月 執行役員

平成20年３月 教育人事本部長(現)

平成20年５月 常務執行役員(現)

　

EDINET提出書類

株式会社　マルエツ(E03066)

有価証券報告書

 35/120



　
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行
役員

経営企画
本部長

古　瀬　良　多 昭和32年１月３日生

昭和55年３月 当社入社

(注)３ 8

平成11年３月 経営管理本部経営計画部長

平成13年３月 経営企画室事業企画部長

平成15年９月 経営戦略室調査部長

平成18年３月 経営企画本部長(現)

平成18年５月 当社取締役就任(現)
執行役員

平成20年５月 常務執行役員(現)

取締役
執行役員

開発本部長 青　木　　　等 昭和28年２月16日生

昭和50年３月 当社入社

(注)３ 6

平成６年４月 販売本部第一販売部長

平成13年３月 経営企画室構造改革推進部長

平成14年３月 営業企画本部営業計画部長

平成16年３月 販売統括本部西埼玉販売部長

平成18年３月 埼玉販売本部長

平成18年５月 執行役員(現)

平成19年３月 営業開発本部長

平成19年５月 当社取締役就任(現)

平成20年３月 開発本部長(現)

平成20年５月 株式会社マルエツ開発代表取締役
社長就任(現)

取締役
執行役員

商品統括
副統括

喜多川　憲　一 昭和28年１月27日生

昭和51年３月 当社入社

(注)３ 4

平成７年４月 販売本部第四販売部長

平成８年４月 営業企画本部営業計画部長

平成９年９月 商品本部販売促進部長

平成12年３月 商品本部ベーカリー・ＦＳ部長

平成13年９月 営業統括本部北埼玉エリア
エリア総括マネージャー

平成18年３月 小型店事業本部フーデックスプレ
ス事業部長

平成18年５月 システム物流本部副本部長兼物流
部長

平成19年３月 システム物流本部長

平成19年５月 執行役員(現)

平成20年３月 商品副統括(商品企画担当)

平成20年５月 当社取締役就任(現)

平成21年３月 商品統括副統括（現）

取締役 　 坂　野　邦　雄 昭和20年１月２日生

昭和44年４月 フタギ株式会社(現イオン株式会
社)入社

(注)３ ―

平成５年５月 株式会社主婦の店スーパーチェー
ン(現マックスバリュ西日本株式
会社)代表取締役社長

平成11年５月 琉球ジャスコ株式会社代表取締役
社長

平成14年３月 マックスバリュ九州株式会社代表
取締役社長

平成20年５月 マックスバリュ東北株式会社社外
取締役(現)

平成20年５月 イオン株式会社ＳＭ事業ＥＣ議長

平成20年５月 当社取締役就任(現)

平成20年５月 株式会社ベルク社外取締役(現)

平成20年５月 マックスバリュ西日本株式会社取
締役(現)

平成20年８月 イオン株式会社執行役ＳＭ事業最
高経営責任者(現)

取締役 　 桑　原　道　夫 昭和23年10月24日生

昭和47年４月 丸紅株式会社入社

(注)３ ―

平成14年４月 同社執行役員、輸送機・産業シス
テム部門長

平成16年４月 同社常務執行役員

平成17年６月 同社代表取締役常務執行役員、社
長補佐、輸送機部門、情報・産業シ
ステム部門管掌役員

平成18年４月 同社取締役専務執行役員、米州支
配人、丸紅米国会社社長・ＣＥＯ

平成20年４月 丸紅株式会社副社長執行役員、社
長補佐、市場業務部、経済研究所担
当役員、生活産業グループ管掌役
員

平成20年６月 同社代表取締役副社長執行役員
（現）

平成21年４月 同社社長補佐、市場業務部、経済研
究所担当役員、生活産業グループ
（食料部門）管掌役員、流通担当
役員、役員処遇委員会委員長
（現）

平成21年５月 当社取締役就任(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

監査役 常勤 菅　田　　　博 昭和24年９月12日生

昭和48年４月 株式会社ダイエー入社

(注)５ 13

昭和53年１月 株式会社サンコー入社

(昭和56年７月同社は当社に合併)

平成８年４月 経営管理本部財務経理部長

平成13年７月 株式会社すえひろ常務取締役

平成15年12月 サンデーマート株式会社取締役

平成16年５月 株式会社ポロロッカ常務取締役

平成17年５月 当社監査役就任(現)

監査役 常勤 白　倉　雄　一 昭和25年６月18日生

昭和49年３月 当社入社

(注)４ 6

平成６年４月 加工食品部長

平成７年４月 管理本部人事部長

平成９年３月 埼玉南販売本部越谷販売部長

平成11年３月 神奈川販売本部川崎東販売部長

平成13年３月 商品本部日配食品部長

平成17年５月 埼玉販売本部長

平成18年３月 サンデーマート株式会社代表取締

役社長就任

平成19年５月 当社監査役就任(現)

監査役 　 髙　田　　　剛 昭和47年７月28日生

平成12年４月 弁護士登録　鳥飼総合法律事務所

入所(現)
(注)５ ―

平成19年５月 当社監査役就任(現)

平成19年６月 東プレ株式会社社外監査役(現)

監査役 　 豊　田　靖　彦 昭和39年９月２日生

昭和63年４月 ウェルマート株式会社(現マック

スバリュ西日本株式会社)入社

(注)５ ―

平成15年３月 イオン株式会社グループ戦略部

平成19年９月 同社ＳＭ事業政策チームリーダー

平成20年５月 同社ＳＭ事業戦略チームリーダー

(現)

平成20年５月 当社監査役就任(現)

監査役 　 佐　藤　精四郎 昭和30年２月23日生

昭和54年４月 丸紅株式会社入社

(注)６ ―

平成17年４月 同社輸送機総括部長兼輸送機経理

部長

平成18年４月 同社食料総括部長

平成18年９月 株式会社ダイエー出向 執行役員

平成18年10月 同社経営企画本部長

平成19年５月 同社取締役

平成21年４月 丸紅株式会社食料部門長補佐兼食

料総括部長（現）

平成21年５月 当社監査役就任(現)

計 144

(注) １　取締役坂野邦雄及び桑原道夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　監査役髙田剛、豊田靖彦及び佐藤精四郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

３　平成21年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　平成21年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。

７　当社では、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入し

ています。なお執行役員の総員は取締役を含め16名です。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念である

「存在意義」＝私たちは、安全でおいしい商品の提供を通じて、健康で豊かな食生活に貢献します。

「経営姿勢」＝私たちは、常に革新と挑戦を続け、公正で誠実な企業であり続けます。

「行動規範」＝私たちは、地域のお客様に愛される、笑顔と活気あふれる店づくりを推進します。

のもと、より一層の経営の透明性の向上と法令遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの

充実を経営上の重要課題であると位置づけています。

　

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の基本説明

当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの

充実に努めています。会社の重要事項の審議・決定は「取締役会」「経営会議」を通じて行われ、法令遵

守への取り組みについては、「内部統制推進会議」で審議・決定及び監視活動を行っています。

「取締役会」は、平成21年２月28日現在取締役10名(内２名は社外取締役)で構成され、原則として毎月

開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しています。取締役会において各取締役

は、法定の決議事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決議し、法令遵守と適切なリスク管理の

下で業務を執行しています。

「監査役会」は、平成21年２月28日現在監査役５名(内３名は社外監査役)で構成され、監査に関する重

要な事項について報告を受け協議を行い、または決議を行っています。各監査役は、監査役会が定めた監

査の方針、業務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性、財産の状況等の監査を行っています。

この他に、取締役会及び経営会議付議事項の審議・方向付けを役割とする「戦略ミーティング」を設

置しています。

また、当社は取締役会の活性化、業務執行体制の強化を目的に、平成18年５月より執行役員制度を導入

し、原則として「執行役員会」を毎月開催しており、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、経営監視

機能・業務執行力を強化し、さらなるコーポレート・ガバナンスの徹底を図っています。
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②　会社の機関及び内部統制の関係図

当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組みは次のとおりです。

（注) 平成21年３月１日をもって「コンプライアンス法務部」及び「総務部」を廃止し「コンプライアンス総務

部」を新設してその機能を移管し、また、「監査室」を廃止し「社長室」を新設してその機能を移管しまし

た。

なお、「内部統制推進」は「内部統制室」に変更しました。

　

③　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

内部統制システムに関しましては、平成18年１月に、全社的内部統制の徹底を強化するため、内部統

制システムの整備・運用に関する重要事項についての審議決定を行う機関として、「内部統制推進会

議」が設置されました。

　当社の内部統制システム構築につきましては、総務部内に「内部統制推進」を設置し、会社法への対

応ととともに、財務報告に係る内部統制システム及びリスク管理体制の構築推進と内部統制に係る教

育を実施しています。

　進捗状況につきましては、金融商品取引法の適用年度を翌年に控え、財務報告の信頼性確保に係る

「財務報告基本方針」を取締役会で定めました。

　また、内部統制の文書化がほぼ完了したことを受け、有効性の評価を行うため監査体制を構築するこ

とに注力しました。

　さらに内部統制監査員を育成し模擬監査を実施し、監査結果は、内部統制推進会議で執行役員及び監

査役に報告するとともに、施行年度に向け、模擬監査で発見された課題の整備を実施しています。
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一方、リスク管理体制の状況につきましては、コンプライアンスの社内徹底を図るために「マルエツ

グループ行動憲章」を制定するとともに、コンプライアンス法務部内に「マルエツホットライン」を

設置し、社内における不正等の未然防止及び発生時の早期対応、是正措置の実施等内部通報制度の体制

を構築しています。

また、コンプライアンスに関わる施策の審議・決定を行うために社長を議長とする「内部統制推進

会議」を設置し、ホットラインの通報案件の報告と、必要に応じた取締役会・監査役会への報告等を通

じて、経営の透明性の確保に努めています。

さらに、お客様を始めとした外部からのクレーム等による問題拡大を未然に防ぐため「お客様サー

ビス」を、商品の不適正表示の未然防止、商品、安全衛生等の品質の維持向上を推進する「品質管理セ

ンター」を設置しています。

このような施策をグループ全体に浸透させるため、子会社及び関連会社を含め、従業員全員を対象に

「コンプライアンス携帯カード」を配布し、コンプライアンスの定着に向けた取り組みを継続推進す

るとともに、お客様のご意見、ご要望を経営に反映し、安全・安心な商品をご提供できる体制を構築し

ています。

　

(3) 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

当社の内部監査につきましては、当社及びグループ関連会社の業務上の諸活動が経営方針、各種法令及

び規則規定に基づき適正に運営されているかを監査し、経営の改善に資することを目的としています。

　内部監査担当につきましては、平成21年２月28日現在２名体制で業務を遂行しており、業務監査及び社

長からの特命事項の監査等を行っています。監査結果の概要は、社長に報告するとともに、関係部署に適

切な助言・勧告を行っています。

監査役監査につきましては、平成21年２月28日現在常勤監査役２名、非常勤監査役３名、計５名(内３名

は社外監査役)で行っています。取締役会をはじめその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行

の適法性、財産の状況等に止まらず取締役の業務全般について監査を行っています。また、内部監査担当

と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効率的な監査

を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連携の下に監査を行い、

監査計画、結果等について定期的な情報交換を行っています。

会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査を加えた三様監査を実施

した上で、情報交換等を通じて問題点を共有化する等、緊密な連携を図り、透明性の高い公正な監査を実

施できる体制づくりに努めています。

なお、当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下

のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名 継続監査年数

指定社員　業務執行社員　二ノ宮　隆雄 ―

指定社員　業務執行社員　櫻　井　紀彰 ―

（注）継続監査年数については、７年以内のため、記載を省略しています。
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監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士　５名　　その他　７名

（注）その他は、会計士補、公認会計士試験合格者、システム監査担当者です。

　

(4) 監査報酬の内容

当社及び当社の連結子会社のあずさ監査法人に支払うべき監査報酬の内容は次のとおりです。

①　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　38百万円

②　上記以外の報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４百万円

（注) 上記以外の報酬は、非監査業務として、当社の財務報告に係る内部統制の評価作業に関連するアドバイザ

リー業務についての対価を支払っています。

　

(5) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役を２名選任しており、坂野邦雄は、イオン株式会社執行役を兼任しており、坂本徹郎

は、丸紅株式会社の取締役を兼任しています。

また、社外監査役は３名選任しており、髙田剛は、東プレ株式会社の社外監査役を、豊田靖彦は、イオン

株式会社のＳＭ事業戦略チームリーダーを、矢部延弘は、丸紅株式会社の食料総括部長をそれぞれ兼任し

ていますが、いずれも社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。

なお、坂本徹郎及び矢部延弘は、平成21年５月28日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって任期満

了により、当社取締役及び監査役を退任しました。

これにより、同株主総会において新たに社外取締役桑原道夫及び社外監査役佐藤精四郎が選任されま

した。

また、桑原道夫は、丸紅株式会社の代表取締役副社長執行役員を、佐藤精四郎は、丸紅株式会社の食料部

門長補佐兼食料総括部長をそれぞれ兼任していますが、いずれも社外取締役及び社外監査役個人が特別

な利害関係を有するものではありません。

　

(6) 役員報酬の内容

　

区分 支給人員 報酬等の額

取　　　締　　　役
(うち社外取締役)

13名
(２名)

204百万円
( 1百万円)

監　　　査　　　役
(うち社外監査役)

６名
(４名)

37百万円
( 6百万円)

(注) １　株主総会の決議による役員報酬限度額

取締役 310百万円 (決議日－平成４年６月26日)

監査役 60　〃 (決議日－平成13年５月24日)

計 370百万円 　

　
２　上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれていません。

３　上記の他、平成20年５月22日開催の定時株主総会終結の時をもって退任及び辞任した取締役及び監査役

に対して計７百万円(取締役７百万円　１名、監査役０百万円　１名)を報酬等(平成17年５月26日開催の

定時株主総会決議に基づく打ち切り支給に係る退職慰労金)として支払っています。

４　当社は、平成17年５月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切

り支給の決定をしています。支給対象者のうち平成20年５月22日開催の定時株主総会終結の日の翌日以

降に在任していた取締役に係る支給予定額の総額は、取締役につき総額14百万円(２名)です。

　　なお、当該支給予定額は、上記報酬等の額に含まれていません。

　

（7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

①　当社は、自己株式の取得が機動的に行えることを目的に、会社法第165条第２項の規定により、取締役
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会の決議をもって自己株式の取得をできる旨を定款に定めています。

②　当社は、機動的な利益還元を行えることを目的に、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議をもって中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

③　当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できることを目的に、会社法第426条第１項

の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役

であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する

ことができる旨を定款に定めています。

　

（8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款に定めています。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものです。

　

（9) 責任限定契約の内容

①　会計監査人

当社は、会計監査人との間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することがで

きる旨の規定を定款に設けていますが、責任限定契約は、締結していません。

②　社外取締役及び社外監査役

当社は社外役員と会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規

定を定款に設けています。

これにより、社外役員全員はその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第

425条第１項に定める金額を限度とする契約を締結しています。

　

(10) 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。

　

(11) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席することを要し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によ

らない旨を定款に定めています。

　

(12) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

平成21年２月期において取締役会14回、経営会議34回、監査役会８回、内部統制推進会議４回を開催

し、また、グループ会社を含めた業務活動全般に関する監査については、これを専任する監査室が業務実

施の妥当性、法令の遵守状況等に関わる内部監査を通じて、業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行

いました。

また、「公益通報者保護法」への対応として、社内相談窓口である「マルエツホットライン」をグ

ループ全体で継続運用しました。

コンプライアンスに対する啓発活動では、主任ミーティング等階層別教育を計画的に実施するととも

に、商品統括の仕入担当者等に「独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）」、
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「下請法（下請代金支払遅延等防止法）」等の教育を実施し、コンプライアンス風土の醸成を図りまし

た。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて、作成しています。

　なお、前連結会計年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成20年３月１日から平成21年２月28日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しています。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、前事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成20年３月１日から平成21年２月28日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成19年３月１日から平成

20年２月29日まで)及び当連結会計年度(平成20年３月１日から平成21年２月28日まで)の連結財務諸表並

びに第56期事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)及び第57期事業年度(平成20年３月１

日から平成21年２月28日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けています。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　

　 　
前連結会計年度

(平成20年２月29日現在)
当連結会計年度

(平成21年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　現金及び預金 　 　 8,587 　 　 8,466 　

　２　売掛金 　 　 1,498 　 　 1,611 　

　３　有価証券 ※１ 　 ― 　 　 9 　

　４　たな卸資産 　 　 7,916 　 　 8,519 　

　５　その他 　 　 6,711 　 　 6,289 　

　　　貸倒引当金 　 　 ― 　 　 △3 　

　　　流動資産合計 　 　 24,71319.9 　 24,89519.8

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 建物及び構築物 ※１ 60,919 　 　 63,422 　 　

　　　　減価償却累計額 　 33,334 27,584 　 34,179 29,243 　

　　(2) 車両運搬具 　 19 　 　 17 　 　

　　　　減価償却累計額 　 17 1 　 16 0 　

　　(3) 器具備品 　 15,263 　 　 16,835 　 　

　　　　減価償却累計額 　 11,891 3,371 　 12,756 4,078 　

　　(4) 土地 ※１ 　 28,904 　 　 28,764 　

　　(5) 建設仮勘定 　 　 2,860 　 　 2,822 　

　　　有形固定資産合計 　 　 62,72350.4 　 64,90951.6

　２　無形固定資産 　 　 760 0.6 　 1,6081.3

　３　投資その他の資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 投資有価証券
※１
※２

　 1,506 　 　 1,678 　

　　(2) 長期貸付金 　 　 701 　 　 674 　

　　(3) 差入保証金 　 　 32,867 　 　 31,745 　

　　(4) 繰延税金資産 　 　 573 　 　 581 　

　　(5) その他 　 　 1,185 　 　 702 　

　　　　貸倒引当金 　 　 △638 　 　 △1,035 　

　　　投資その他の資産合計 　 　 36,19529.1 　 34,34727.3

　　　固定資産合計 　 　 99,67980.1 　 100,86480.2

　　資産合計 　 　 124,393100.0 　 125,760100.0
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前連結会計年度

(平成20年２月29日現在)
当連結会計年度

(平成21年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　買掛金 　 　 19,035 　 　 19,403 　

　２　短期借入金 　 　 3,500 　 　 790 　

　３　１年内返済予定
　　　長期借入金

※１ 　 1,299 　 　 11,406 　

　４　コマーシャルペーパー 　 　 2,000 　 　 ― 　

　５　未払法人税等 　 　 468 　 　 558 　

　６　商品券引換引当金 　 　 27 　 　 18 　

　７　訴訟損失引当金 　 　 ― 　 　 333 　

　８　その他 ※１ 　 10,246 　 　 10,856 　

　　　流動負債合計 　 　 36,57829.4 　 43,36634.5

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　長期借入金 ※１ 　 29,302 　 　 18,102 　

　２　退職給付引当金 　 　 265 　 　 382 　

　３　預り保証金 　 　 6,114 　 　 7,306 　

　４　負ののれん 　 　 9 　 　 ― 　

　５　その他 ※１ 　 5,284 　 　 3,593 　

　　　固定負債合計 　 　 40,97732.9 　 29,38523.3

　　　負債合計 　 　 77,55562.3 　 72,75157.8

(純資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　 　 　

　１　資本金 　 　 37,54930.2 　 37,54929.9

　２　資本剰余金 　 　 9,8017.9 　 9,8017.8

　３　利益剰余金 　 　 1,4641.2 　 7,6686.1

　４　自己株式 　 　 △1,979△1.6 　 △2.011△1.6

　　　株主資本合計 　 　 46,83637.7 　 53,00842.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　 　 　

　　　その他有価証券評価
　　　差額金

　 　 1 0.0 　 0 0.0

　　　評価・換算差額等合計 　 　 1 0.0 　 0 0.0

　　　純資産合計 　 　 46,83837.7 　 53,00942.2

　　　負債純資産合計 　 　 124,393100.0 　 125,760100.0
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② 【連結損益計算書】

　

　 　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 　 　 329,016100.0 　 335,916100.0
Ⅱ　売上原価 　 　 237,25372.1 　 242,10672.1
　　　売上総利益 　 　 91,76227.9 　 93,81027.9
Ⅲ　営業収入 　 　 　 　 　 　 　
　１　不動産収入 　 5,921 　 　 5,806 　 　
　２　その他の営業収入 　 605 6,5272.0 614 6,4201.9
　　　営業総利益 　 　 98,29029.9 　 100,23129.8
Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１ 　 90,72027.6 　 91,92727.3
　　　営業利益 　 　 7,5702.3 　 8,3042.5
Ⅴ　営業外収益 　 　 　 　 　 　 　
　１　受取利息 　 136 　 　 122 　 　
　２　匿名組合投資利益 　 325 　 　 251 　 　
　３　雑収入 　 77 539 0.2 77 450 0.1
Ⅵ　営業外費用 　 　 　 　 　 　 　
　１　支払利息 　 542 　 　 521 　 　
　２　コマーシャルペーパー
　　　利息

　 2 　 　 4 　 　

　３　固定資産除却損 　 519 　 　 242 　 　
　４　雑損失 　 114 1,1780.4 139 907 0.3
　　　経常利益 　 　 6,9312.1 　 7,8472.3
Ⅶ　特別利益 　 　 　 　 　 　 　
　１　立退補償金収入 　 ― 　 　 420 　 　
　２　固定資産受贈益 　 ― 　 　 374 　 　
　３　解約金収入 　 ― 　 　 25 　 　
　４　匿名組合清算に伴う
　　　分配益

　 690 　 　 ― 　 　

　５　その他 ※２ 33 724 0.2 ― 820 0.2
Ⅷ　特別損失 　 　 　 　 　 　 　
　１　減損損失 ※３ 2,310 　 　 834 　 　
　２　貸倒引当金繰入額 　 ― 　 　 415 　 　
　３　訴訟損失引当金繰入額 　 ― 　 　 333 　 　
　４　店舗閉鎖費用 ※４ 105 　 　 241 　 　
　５　和解金 ※５ ― 　 　 180 　 　
　６　固定資産売却損 ※６ ― 　 　 103 　 　
　７　早期割増退職金 　 ― 　 　 44 　 　
　８　商品券引換引当金繰入額 　 33 　 　 ― 　 　
　９　その他 ※７ 122 2,5710.8 ― 2,1520.6
　　　税金等調整前
　　　当期純利益

　 　 5,0831.5 　 6,5151.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

　 298 　 　 318 　 　

　　　法人税等調整額 　 73 371 0.1 △7 311 0.1
　　　当期純利益 　 　 4,7121.4 　 6,2031.8
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

　

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

平成19年２月28日残高 37,549 9,797 △3,247 △2,044 42,054

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 4,712 　 4,712

　自己株式の取得 　 　 　 △27 △27

　自己株式の処分 　 4 　 93 97

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 ― 4 4,712 65 4,781

平成20年２月29日残高 37,549 9,801 1,464 △1,979 46,836

　

　

評価・換算差額等
純資産合計
(百万円)その他有価証券

評価差額金
(百万円)

平成19年２月28日残高 1 42,056

連結会計年度中の変動額 　 　

　当期純利益 　 4,712

　自己株式の取得 　 △27

　自己株式の処分 　 97

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

0 0

連結会計年度中の変動額合計 0 4,782

平成20年２月29日残高 1 46,838
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当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日)

　

　

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

平成20年２月29日残高 37,549 9,801 1,464 △1,979 46,836

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 6,203 　 6,203

　自己株式の取得 　 △0 　 △34 △34

　自己株式の処分 　 0 　 2 2

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 ― 0 6,203 △32 6,171

平成21年２月28日残高 37,549 9,801 7,668 △2,011 53,008

　

　

評価・換算差額等
純資産合計
(百万円)その他有価証券

評価差額金
(百万円)

平成20年２月29日残高 1 46,838

連結会計年度中の変動額 　 　

　当期純利益 　 6,203

　自己株式の取得 　 △34

　自己株式の処分 　 2

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

△0 △0

連結会計年度中の変動額合計 △0 6,170

平成21年２月28日残高 0 53,009
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

　 　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　税金等調整前当期純利益 　 5,083 6,515

　　　減価償却費 　 2,663 3,467

　　　減損損失 　 2,310 834

　　　退職給付引当金増減額 　 47 116

　　　前払年金費用の増減額 　 185 418

　　　貸倒引当金増減額 　 △48 3

　　　受取利息及び受取配当金 　 △137 △122

　　　支払利息 　 542 521

　　　固定資産売却損 　 ― 103

　　　固定資産除却損 　 603 348

　　　固定資産受贈益 　 ― △374

　　　貸倒引当金繰入額 　 ― 415

　　　訴訟損失引当金繰入額 　 ― 333

　　　和解金 　 ― 180

　　　匿名組合投資利益 　 △325 △251

　　　匿名組合清算に伴う分配益 　 △690 ―

　　　売上債権の増減額 　 △269 △113

　　　たな卸資産の増減額 　 △46 △603

　　　仕入債務の増減額 　 1,314 39

　　　未払消費税等の増減額 　 △287 18

　　　未払費用の増減額 　 671 256

　　　預り保証金の増減額 　 △305 1,191

　　　その他 　 △1,259 △1,236

　　　　小計 　 10,051 12,062

　　　利息及び配当金受取額 　 137 122

　　　利息支払額 　 △511 △508

　　　法人税等支払額 　 △289 △293

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 9,388 11,382
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前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　有形固定資産の取得による支出 　 △11,408 △6,637

　　　有形固定資産の売却による収入 　 933 62

　　　無形固定資産の取得による支出 　 △241 △840

　　　匿名組合分配金の受取額 　 1,347 65

　　　差入保証金の増加による支出 　 △207 △465

　　　差入保証金の減少による収入 　 2,693 2,114

　　　貸付けによる支出 　 △25 △33

　　　貸付金の回収による収入 　 80 60

　　　その他 　 ― 5

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △6,827 △5,668

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　短期借入金の純増減額 　 △650 △2,710

　　　長期借入金の調達による収入 　 3,000 ―

　　　長期借入金の返済による支出 　 △4,280 △1,092

　　　コマーシャルペーパーの純増減額 　 △1,500 △2,000

　　　自己株式の取得による支出 　 △27 △34

　　　自己株式の処分による収入 　 97 2

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △3,360 △5,835

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 　 △799 △120

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 　 9,387 8,587

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※１ 8,587 8,466
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しています。

連結子会社の数　　　　　　４社

連結子会社名は、有価証券報告書(「第１　企業の概

況」４　関係会社の状況)に記載しているため省略して

います。

１　連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しています。

連結子会社の数　　　　　　４社

連結子会社名は、有価証券報告書(「第１　企業の概

況」４　関係会社の状況)に記載しているため省略して

います。
（追加情報）
財務諸表等規則第８条第７項の規定により出資者等

の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社
１社は、連結の範囲から除外しています。
また、当連結会計年度より「一定の特別目的会社に

係る開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針
第15号　平成19年３月29日)を適用しています。
上記、特別目的会社は、総資産、売上高、当期純利益

(持分に見合う額）、利益剰余金(持分に見合う額)等か
らみて、重要性が乏しいこともあり、連結の範囲から除
外するとともに、同適用指針第３項に基づき注記につ
いても省略しています。

当連結会計年度中の増加

該当事項はありません。

当連結会計年度中の減少　　２社

なお、従来連結子会社であった㈱ポロロッカは、当

社が吸収合併したため、連結の範囲から除外してい

ます。同じく連結子会社であったサンデーマート㈱

は、テナント事業を㈱マルエツ開発が吸収分割によ

り承継したうえで、同社の小売事業を当社が吸収合

併したため、連結の範囲から除外しています。

当連結会計年度中の増加

該当事項はありません。　

当連結会計年度中の減少

該当事項はありません。　

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数　　１社

　　持分法を適用した関連会社名

　　㈱日本流通未来教育センター

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数　　１社

　　持分法を適用した関連会社名

　　㈱日本流通未来教育センター

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称

――――――

 

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称

――――――

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致して

います。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

左に同じ
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前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法(定額法）

ａ　満期保有目的の債券

左に同じ

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

左に同じ

時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資(金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法によっていま

す。

時価のないもの

左に同じ

 

 

②　たな卸資産

ａ　商品

店舗在庫商品は売価還元法による原価法

加工センター等の在庫商品は、最終仕入原価

法による原価法

②　たな卸資産

ａ　商品

左に同じ

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

 

ｂ　貯蔵品

左に同じ

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物(建物附属設備含む)及び構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産については定率法を採用

しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　建物及び構築物　　15年～39年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

左に同じ
 

　(会計方針の変更)

当連結会計年度から、法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく償却方法に変更してい

ます。なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽

微です。

――――――

 

―――――― 　(追加情報)

当連結会計年度から、法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平

成19年３月31日以前に取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっています。

この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益がそれぞれ192百万円減少して

います。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しています。
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前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

②　無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっています。

 

②　無形固定資産

左に同じ

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の貸倒れ

に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ています。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

左に同じ

②　商品券引換引当金

商品券の未使用分について、一定期間後収益に

計上したものに対する将来の使用に備えるため、

当連結会計年度末における回収実績に基づき、将

来の回収見込額を計上しています。

②　商品券引換引当金

左に同じ

　(会計方針の変更)

当連結会計年度から、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日

本公認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証

実務委員会報告第42号)を適用し、提出会社が発行

している商品券の未使用分について、一定期間後

収益に計上したものに対する将来の使用に備える

ため、「商品券引換引当金」を計上する方法に変

更しています。

この変更に伴い、引当額33百万円を「商品券引

換引当金繰入額」として特別損失に計上したた

め、税金等調整前当期純利益が同額減少していま

す。

――――――

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。

なお、会計基準変更時差異(4,796百万円)につい

ては、15年による按分額を費用処理しています。

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額を発生した期から費用処理

し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額を発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしています。

③　退職給付引当金

左に同じ

    ④             ――――――
　               

 

④　訴訟損失引当金

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する

可能性のある損失を見積もり、必要と認められる

金額を計上しています。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。

(4) 重要なリース取引の処理方法

左に同じ
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前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしていますので、特例処理を採用しています。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

左に同じ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

左に同じ

③　ヘッジの方針

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リ

スクを回避する目的で行っています。

③　ヘッジの方針

左に同じ

④　ヘッジ有効性評価の方法

特例処理を採用していますので、ヘッジの有効

性の判定は、省略しています。

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

左に同じ

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採

用しています。

 

(6) 消費税等の会計処理

左に同じ

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっ

ています。

 

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

左に同じ

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、主として７年間で均等償

却しています。

 

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

左に同じ

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日の到来

する短期投資からなっています。

 

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

左に同じ
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(表示方法の変更)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで営業外費用「雑損失」に含めて表

示していました「固定資産除却損」につきましては、当

連結会計年度において営業外費用の100分の10を越えた

ため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の「雑損失」に含まれる「固定

資産除却損」は、50百万円です。

――――――

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ロー「その他」に含めて表示していました「匿名組合分

配金の受取額」につきましては、重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・

フロー「その他」に含まれる「匿名組合分配金の受取

額」は、74百万円です。

 

――――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度

(平成20年２月29日現在)
当連結会計年度

(平成21年２月28日現在)

※１　担保資産

債務の担保に供している資産

建物及び構築物 2,617百万円

土地 9,747　〃

計 12,364百万円

 

※１　担保資産

債務の担保に供している資産

建物及び構築物 2,558百万円

土地 9,744　〃

計 12,303百万円

 

上記に対する債務額

１年内返済予定長期借入金 614百万円

長期借入金 3,517　〃

その他(固定負債) 767　〃

計 4,898百万円

宅地建物取引業法に基づき、投資有価証券19百万

円を供託しています。

 

上記に対する債務額

１年内返済予定長期借入金 821百万円

その他(流動負債) 767　〃

長期借入金 2,903　〃

計 4,491百万円

宅地建物取引業法に基づき、有価証券９百万円、投

資有価証券９百万円を供託しています。

 

※２　関連会社に対するものは次のとおりです。

投資有価証券(株式) 129百万円

 

※２　関連会社に対するものは次のとおりです。

投資有価証券(株式) 132百万円

 

　３  偶発債務

   ① 提出会社の店舗の賃貸人である入三商事㈱によ

り、賃貸借契約に基づく賃料差額及び遅延損害金２

億14百万円の支払いを求める訴訟を提起され、現在

係争中であります。

　３  偶発債務

　　　　　　　　　 ――――――

   　

   ② 提出会社の店舗の賃貸人である㈱イマックスか

ら適正賃料にかかる確認訴訟を提訴され、当社も反

訴して係争中でしたが、平成18年５月23日に東京地

方裁判所より判決が下っています。この判決に基づ

く当連結会計年度末までの未払賃料は３億40百万円

で、借地借家法第32条第２項に基づく遅延損害金は

２億18百万円ですが、当社は平成18年６月２日に控

訴し、東京高等裁判所において現在係争中です。
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

給料及び手当 42,479百万円

退職給付費用 1,160　〃

水道光熱費 6,124　〃

減価償却費 2,663　〃

賃借料 18,332　〃
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

給料及び手当 42,660百万円

退職給付費用 2,337　〃

水道光熱費 6,589　〃

減価償却費 3,467　〃

賃借料 17,496　〃
 

※２　その他の特別利益は、賃借物件に関する紛争和解金

等です。

※２　　　　　　　 ――――――
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前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※３　当連結会計年度におきまして、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しました。

※３　当連結会計年度におきまして、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しました。
(単位　百万円)

用途 種類 場所 減損損失

店舗

建物

及び構築物

器具備品

リース資産

神奈川県 774

東京都 615

千葉県 413

埼玉県他 49

賃貸
資産等

建物及び
構築物
土地

埼玉県 451

千葉県 5

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位として、また賃貸資産

等については物件単位毎にグルーピングしていま

す。

　店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスである店舗における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(2,310百万円)として特別損失に

計上しました。なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定評

価基準またはそれに準ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しています。また、使用価値は、将

来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算定して

います。

(内訳) 　

建物及び構築物 1,394百万円

器具備品 246　〃

土地 281　〃

リース資産 386　〃

計 2,310百万円

 

(単位　百万円)
用途 種類 場所 減損損失

店舗

建物

及び構築物

器具備品

リース資産

神奈川県 416

埼玉県 189

東京都 142

千葉県他 74

賃貸
資産

建物及び
構築物

東京都 5

千葉県他 4

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位として、また賃貸資産

等については物件単位毎にグルーピングしていま

す。

　店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスである店舗、または継続し

てマイナスとなる見込みである店舗における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(834百万円)として特別損失に計

上しました。なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定評

価基準またはそれに準ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しています。また、使用価値は、将

来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算定して

います。

(内訳) 　

建物及び構築物 496百万円

器具備品他 161　〃

リース資産 176　〃

計 834百万円
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前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※４　店舗閉鎖費用は、当期閉鎖の店舗に係る費用であ

り、その内容は以下のとおりです。

 

閉鎖店に係る固定資産除却損 83百万円

原状回復費用 13　〃

再就職支援費用 2　〃

リース契約解約に係る違約金 1　〃

その他店舗閉鎖に係る費用 3　〃

計 105百万円

　

※４　店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及び閉鎖予定の店舗に係

る費用であり、その内容は以下のとおりです。

 

閉鎖店に係る固定資産除却損 105百万円

契約解約に係る違約金 64　〃

原状回復費用 33　〃

閉鎖予定店に係る固定資産除却損 23　〃

再就職支援費用 11　〃

リース契約解約に係る違約金 1　〃

その他店舗閉鎖に係る費用 1　〃

計 241百万円

　

※５　　　　　　　 ――――――

 

※５　提出会社の店舗の賃貸人である㈱イマックスから

適正賃料にかかる確認訴訟を提訴され、係争中でし

たが、平成21年４月１日に東京高等裁判所にて和解

が成立し、和解金180百万円を当連結会計年度におい

て処理しています。

 

※６　　　　　　　 ―――――― ※６　固定資産売却損の内訳は以下のとおりです。

土地 85百万円

建物    18  〃 

計 103百万円

 
※７　その他の特別損失は、閉鎖店舗跡地の障害物撤去費

用等です。

※７　　　　　　　 ――――――
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 128,894,833 ― ― 128,894,833

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,158,773 40,518 189,478 4,009,813

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　34,518株

　吸収合併反対株主からの買取りによる増加　 6,000株

減少数の主な内訳は、次のとおりです。

　ストックオプションの行使による減少　　 189,000株

　単元未満株式の買増請求による減少　　　　　 478株

　

当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 128,894,833 ― ― 128,894,833

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,009,813 43,569 4,144 4,049,238

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　43,569株

減少数の主な内訳は、次のとおりです。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　　 4,144株

　

３　配当に関する事項

　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 749 6.00平成21年２月28日 平成21年５月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額は、いずれも8,587百万

円で一致しています。

 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額は、いずれも8,466百万

円で一致しています。
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
建物及び
構築物
(百万円)

器具備品

(百万円)

計

(百万円)

取得価額
相当額

1,02710,42511,452

減価償却
累計額相当額

333 5,114 5,448

減損損失
累計額相当額

693 3,440 4,134

期末残高
相当額

― 1,869 1,869

　

　
建物及び
構築物
(百万円)

器具備品

(百万円)

計

(百万円)

取得価額
相当額

1,027 9,58210,609

減価償却
累計額相当額

333 4,549 4,883

減損損失
累計額相当額

693 2,588 3,281

期末残高
相当額

― 2,444 2,444

　

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,889百万円

１年超 2,461　〃

計 4,351百万円

 

リース資産減損勘定の残高 2,302百万円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,478百万円

１年超 2,267　〃

計 3,746百万円

 

リース資産減損勘定の残高 1,730百万円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,316百万円

リース資産減損勘定の取崩額 829　〃

減価償却費相当額 1,349　〃

支払利息相当額 97　〃

減損損失 451　〃

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,136百万円

リース資産減損勘定の取崩額 748　〃

減価償却費相当額 1,304　〃

支払利息相当額 75　〃

減損損失 176　〃

 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっています。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　左に同じ

・利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっています。

・利息相当額の算定方法

　　左に同じ

２　オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年以内 1,192百万円

１年超 9,356　〃

計 10,549百万円
 

２　オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年以内 1,425百万円

１年超 10,091　〃

計 11,517百万円
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年２月29日現在)

　

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

連結決算日における時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

9 9 0

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

9 9 △0

合計 19 19 0

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年２月29日現在)

　

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

　 　 　

①　株式 4 6 2

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 4 6 2

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

　 　 　

①　株式 ― ― ―

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 4 6 2
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３　時価評価されていない有価証券(平成20年２月29日現在)

　

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 　

①　非上場株式 13

②　匿名組合出資金 1,338

合計 1,351

(2) 子会社及び関連会社株式 　

関連会社株式 129

合計 129

　

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

(平成20年２月29日現在)

　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

①　債券 　 　 　 　

国債・地方債等 ― 9 9 ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

②　その他 ― ― ― ―

合計 ― 9 9 ―
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当連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年２月28日現在)

　

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

連結決算日における時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

19 19 0

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

― ― ―

合計 19 19 0

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成21年２月28日現在)

　

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

　 　 　

①　株式 4 5 1

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 4 5 1

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

　 　 　

①　株式 ― ― ―

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 4 5 1
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３　時価評価されていない有価証券(平成21年２月28日現在)

　

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 　

①　非上場株式 13

②　匿名組合出資金 1,517

合計 1,530

(2) 子会社及び関連会社株式 　

関連会社株式 132

合計 132

　

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

(平成21年２月28日現在)

　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

①　債券 　 　 　 　

国債・地方債等 9 9 ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

②　その他 ― ― ― ―

合計 9 9 ― ―
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(デリバティブ取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　取引の状況に関する事項 １　取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的等

　当社グループは、変動金利払いの一部の長期借入金

については、長期資金の借入時に金利スワップ取引

を行っています。

(1) 取引の内容及び利用目的等

　左に同じ

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の要件を満た

していますので、特例処理を採用しています。

①　ヘッジ会計の方法

左に同じ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

左に同じ

③　ヘッジの方針

　借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リ

スクを回避する目的で行っています。

③　ヘッジの方針

左に同じ

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引においては、取引すべてについ

てヘッジに高い有効性が明らかに認められるた

め、有効性の判定を省略しています。

④　ヘッジ有効性評価の方法

左に同じ

(2) 取組方針及び取引に係るリスクの内容

　当社グループは、金利関連のデリバティブ取引は、

変動金利を固定金利に固定するもので、市場金利の

変動リスクを回避するのが目的です。

　金利関連のデリバティブ取引については、投機目的

の取引及びレバレッジ効果の高い取引は行わない方

針です。

　なお、このデリバティブの契約先は信用度の高い国

内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるリ

スクはほとんどないと認識しています。

(2) 取組方針及び取引に係るリスクの内容

　左に同じ

(3) 取引に係るリスク管理体制

　金利関連のデリバティブ取引は、社内規程に基づ

き、財務経理本部で実行・管理しています。

 

(3) 取引に係るリスク管理体制

　左に同じ

２　取引の時価等に関する事項

　当社グループが行っているデリバティブ取引は、す

べてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除

いています。

２　取引の時価等に関する事項

　左に同じ
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(退職給付関係)

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

１　採用している退職給付制度の概要
提出会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度と退職一時金制度を設けています。なお、適格退
職年金制度の一部と退職一時金制度は、平成19年12月１日付けで吸収合併した旧連結子会社にかかるもの
です。また、平成17年２月に当社の適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行しています。
この他、提出会社は、総合設立型厚生年金基金制度に加入しており、連結子会社の一部は退職一時金制度
を設けています。
　
２　退職給付債務に関する事項
　

項目 金額(百万円)

①　退職給付債務 △14,931

②　年金資産 11,007

③　未積立退職給付債務(①＋②) △3,923

④　会計基準変更時差異の未処理額 2,557

⑤　未認識過去勤務債務 △528

⑥　未認識数理計算上の差異 2,046

⑦　連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) 153

⑧　前払年金費用 418

⑨　退職給付引当金(⑦－⑧) △265

(注) １　連結子会社及び吸収合併した旧連結子会社にかかる退職給付制度は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を
採用しています。

２　上記年金資産以外に総合設立型厚生年金基金制度における年金資産32,059百万円があります。

　
３　退職給付費用に関する事項
　

項目 金額(百万円)

①　勤務費用 788

②　利息費用 283

③　期待運用収益 △564

④　会計基準変更時差異の費用処理額 319

⑤　未認識数理計算上の差異の費用処理額 124

⑥　過去勤務債務の費用処理額 △132

⑦　退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 820

⑧　確定拠出年金制度への掛金等 340

　　合計(⑦＋⑧) 1,160

(注) １　簡便法を採用している連結子会社及び吸収合併した旧連結子会社にかかる退職給付費用は、勤務費用に計上し
ています。

２　上記退職給付費用以外に総合設立型厚生年金基金掛金拠出額1,297百万円を販売費及び一般管理費として処理
しています。

　
４　退職給付債務等の計算基礎に関する事項
　
①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.0％

③　期待運用収益率 4.5％

④　過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年
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当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日)

１　採用している退職給付制度の概要
提出会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度と退職一時金制度を設けています。また、平成17
年２月に当社の適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行しています。
この他、提出会社は、複数事業主制度に係る企業年金制度として、総合設立型厚生年金基金制度に加入し
ており、また、連結子会社の一部は退職一時金制度を設けています。なお、要拠出額を退職給付費用として処
理している複数事業主制度に関する事項は次の通りです。

　

    (1)制度全体の積立状況に関する事項
        (平成20年３月31日現在)                              

項目 金額(百万円)

①　年金資産の額 122,580

②　年金財政計算上の給付債務の額 136,148

③　差引額 (①－②）　 △13,567

    (2)制度全体に占める提出会社の掛金拠出割合
        (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)                              
            掛金拠出割合      25.1％
    (3)補足説明
        (平成20年３月31日)                              

    上記(1)の差引額の主な要因は、当年度不足金31,393百万円から別途積立金17,597百万円を控除
した額です。なお、上記(2)の割合は提出会社の実際の負担割合とは一致しません。

　

２　退職給付債務に関する事項
　

項目 金額(百万円)

①　退職給付債務 △15,202

②　年金資産 7,689

③　未積立退職給付債務(①＋②) △7,513

④　会計基準変更時差異の未処理額 2,238

⑤　未認識過去勤務債務 △396

⑥　未認識数理計算上の差異 5,288

⑦　連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △382

⑧　前払年金費用 ―

⑨　退職給付引当金(⑦－⑧) △382

(注) １　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
２　総合設立型厚生年金基金制度については、年金資産に含めていません。

　
(追加情報)
  当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号
平成19年５月15日)を適用しています。
 

３　退職給付費用に関する事項
　

項目 金額(百万円)

①　勤務費用 1,661

②　利息費用 289

③　期待運用収益 △489

④　会計基準変更時差異の費用処理額 319

⑤　未認識数理計算上の差異の費用処理額 335

⑥　過去勤務債務の費用処理額 △132

⑦　退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 1,985

⑧　確定拠出年金制度への掛金等 351

　　合計(⑦＋⑧) 2,337

(注) １　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しています。
２　総合設立型厚生年金基金掛金拠出額は、勤務費用に含めています。
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４　退職給付債務等の計算基礎に関する事項
　
①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.0％

③　期待運用収益率 4.5％

④　過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

ストック・オプションの内容、規模その変動状況
①　ストック・オプションの内容

　

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年５月23日 平成15年５月22日 平成15年５月22日

付与対象者の区分及び人数
　
　

当社取締役　　　　 18名
当社従業員　　　　376名
当社子会社取締役　 ７名

当社取締役　　　　 ８名
当社従業員　　　　 49名
　

当社従業員　　　　 34名
　
　

株式の種類及び付与数 普通株式　　4,860,000株普通株式　　　630,000株普通株式　　　330,000株

付与日 平成14年７月５日 平成15年５月27日 平成16年３月30日

権利確定条件
　

権利確定条件は付されて
おりません。

権利確定条件は付されて
おりません。

権利確定条件は付されて
おりません。

対象勤務期間
　

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
　

平成16年５月24日から
平成19年５月23日まで

平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで

平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで

　

②　ストック・オプションの規模及びその変動状況
　　イ．ストック・オプションの数

　

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年５月23日 平成15年５月22日 平成15年５月22日

権利確定前 　 　 　

　期首 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後 　 　 　

　期首 3,039,000株 477,000株 298,000株

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 189,000株 ―株 ―株

　失効 2,850,000株 477,000株 298,000株

　未行使残 ―株 ―株 ―株

　

　　ロ．単価情報
　

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年５月23日 平成15年５月22日 平成15年５月22日

権利行使価格 515円 529円 567円

行使時平均株価 529円 ―円 ―円

付与日における公正な評価
単位

― ― ―
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当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

(繰延税金資産) 　

未払事業税等否認 211百万円

未払賞与否認   252  〃

その他 10  〃

繰延税金資産小計 475  〃

評価性引当額 △475　〃

繰延税金資産合計 ―百万円
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

(繰延税金資産) 　

未払事業税等 190百万円

未払賞与 46  〃

訴訟損失引当金 135  〃

その他 134  〃

繰延税金資産小計   506  〃

評価性引当額   △506  〃

繰延税金資産合計 ―百万円
 

(2) 投資その他の資産

(繰延税金資産) 　

減損損失否認 7,425百万円

繰越欠損金 6,991　〃

退職給付引当金超過額 1,036　〃

未実現固定資産売却益 808　〃

貸倒引当金否認 110　〃

ゴルフ会員権評価損 7　〃

その他 354　〃

繰延税金資産小計 16,734百万円

評価性引当額 △15,998  〃

繰延税金資産合計 735百万円
 

(2) 投資その他の資産

(繰延税金資産) 　

減損損失 7,130百万円

繰越欠損金 2,907　〃

退職給付引当金 963　〃

未実現固定資産売却益 735　〃

貸倒引当金 272　〃

店舗閉鎖費用 36　〃

その他 406　〃

繰延税金資産小計 12,454百万円

評価性引当額 △11,718  〃

繰延税金資産合計 735百万円
 

(繰延税金負債) 　

その他有価証券評価差額金 △1百万円

固定資産評価益 △161百万円

繰延税金負債合計 △162百万円

繰延税金資産の純額 573百万円

　 　
　

(繰延税金負債) 　

その他有価証券評価差額金 △0百万円

固定資産評価益 △153百万円

繰延税金負債合計 △154百万円

繰延税金資産の純額 581百万円

　 　
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整） 　

永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割等 6.2％

合併に伴う関係会社株式評価損等の

認容
△45.1％

その他 △0.1％

評価性引当額の増減 5.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.3％

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整） 　

永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割等 4.9％

評価性引当額の増減 △40.8％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.8％

 

　

前へ
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

　
小売事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去または
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　営業収益及び
　　営業損益

　 　 　 　 　 　

営業収益 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
営業収益

331,7013,723 118 335,543 ― 335,543

(2) セグメント間の内部
営業収益または振替高

100 736 717 1,554 (1,554) ―

計 331,8024,459 836 337,098(1,554)335,543

営業費用 324,0634,654 815 329,532(1,558)327,973

営業利益または営業損失
(△)

7,738 △194 21 7,565 4 7,570

Ⅱ　資産、減価償却費、減損
　　損失及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 99,41624,823 153 124,393 ― 124,393

減価償却費 2,322 340 0 2,663 ― 2,663

減損損失 1,852 457 ― 2,310 ― 2,310

資本的支出 12,244 209 0 12,454 ― 12,454

(注) １　事業の区分の方法

　　事業区分は事業内容を勘案の上決定しています。

２　各事業区分の主要な内容

・ 小売事業…………………スーパーマーケット等の事業です。

・ 不動産事業………………店舗開発、運営、管理及び不動産賃貸事業です。

・ その他の事業……………事務処理の受託業務、商品開発等です。

３　営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産はありません。
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５　資産の配分方法の変更

　　  従来、「小売事業」の項目に含めていた「不動産事業」の差入保証金について、合併を機に各セグメントとの

業務上の関係を見直した結果、より不動産事業に関係すると判断されるものについて、当該セグメントの資産

に含めることに変更しました。

      なお、当連結会計年度のセグメント情報を前連結会計年度で用いていた資産の配分方法により区分すると

次のようになります。

         当連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　
小売事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去または
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　営業収益及び
　　営業損益

　 　 　 　 　 　

営業収益 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
営業収益

331,7013,723 118335,543 ― 335,543

(2) セグメント間の内部
営業収益または振替高

100 736 717 1,554 (1,554)―

計 331,8024,459 836337,098(1,554)335,543

営業費用 324,0634,654 815329,532(1,558)327,973

営業利益または営業損失
(△)

7,738 △194 21 7,565 4 7,570

Ⅱ　資産、減価償却費、減損
　　損失及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 105,73718,502 153124,393 ― 124,393

減価償却費 2,322 340 0 2,663 ― 2,663

減損損失 1,852 457 ― 2,310 ― 2,310

資本的支出 12,244 209 0 12,454 ― 12,454
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当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日)

　

　
小売事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去または
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　営業収益及び
　　営業損益

　 　 　 　 　 　

営業収益 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
営業収益

338,4573,765 115 342,337 ― 342,337

(2) セグメント間の内部
営業収益または振替高

105 742 1,058 1,906 (1,906) ―

計 338,5634,507 1,173344,244(1,906)342,337

営業費用 330,2484,552 1,138335,939(1,906)334,033

営業利益または営業損失
(△)

8,314 △44 34 8,304 ― 8,304

Ⅱ　資産、減価償却費、減損
　　損失及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 99,34525,913 190 125,449 310 125,760

減価償却費 3,132 333 1 3,467 0 3,467

減損損失 820 13 ― 834 ― 834

資本的支出 6,021 1,680 3 7,705 ― 7,705

(注) １　事業の区分の方法

　　事業区分は事業内容を勘案の上決定しています。

２　各事業区分の主要な内容

・ 小売事業…………………スーパーマーケット等の事業です。

・ 不動産事業………………店舗開発、運営、管理及び不動産賃貸事業です。

・ その他の事業……………事務処理の受託業務、商品開発等です。

３　営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の主なものは、管理部門に係る遊休資産310百万円です。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４.会計基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおり、当連結会計年度から、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法によっています。この変更に伴い、当連結会計年度の以下のセグメントの営業利益

が、以下のとおり変動しています。

・ 小売事業…………………186百万円(営業利益の減少)

・ 不動産事業………………  5百万円(営業利益の減少)

・ その他の事業……………  0百万円(営業利益の減少)

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及

び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

   前連結会計年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)

  該当事項はありません。

　

   当連結会計年度(平成20年３月１日から平成21年２月28日まで)

  該当事項はありません。
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(開示対象特別目的会社関係)

　　　当連結会計年度(自　平成20年３月１日　　至　平成21年２月28日）

　　　　重要性が乏しいため、記載していません。
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(企業結合等関係)

　　　前連結会計年度(自　平成19年３月１日　　至　平成20年２月29日）

　平成19年12月１日を期日として、それぞれ、当社の100％子会社でありました株式会社ポロロッカを当

社が吸収合併し、サンデーマート株式会社のテナント事業を株式会社マルエツ開発が吸収分割により

承継したうえで、同社の小売事業を当社が吸収合併しました。

　

Ⅰ　当社、株式会社ポロロッカ及びサンデーマート株式会社の合併

1.　結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の

目的を含む取引の概要　

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

①　結合当事企業

　　株式会社マルエツ

　　株式会社ポロロッカ

　　サンデーマート株式会社

②　事業の内容

イ．株式会社マルエツ

　生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料品等の販売を行う小売及び不動産

事業等

ロ．株式会社ポロロッカ

　生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料品等の販売を行う小売及びテナン

ト事業等

ハ．サンデーマート株式会社

　生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料品等の販売を行う小売及びテナン

ト事業等

(2) 企業結合の法的形式

　共通支配下の取引

　当社を存続会社とする吸収合併方式によります。

(3) 結合後の企業の名称

　株式会社マルエツ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

①　合併の目的

　都市部におけるマーケットシェアの拡大を図るため、小型食品スーパーマーケットを再編し、

効率的、戦略的な経営体制を構築します。

②　合併効力発生日

　平成19年12月１日
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2.　実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会　平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っています。

　

Ⅱ　サンデーマート株式会社の会社分割

1.　対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要　

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

①　事業の名称

　サンデーマート株式会社におけるテナント事業

②　事業の内容

　テナント賃貸事業等

(2) 企業結合の法的形式

　共通支配下の取引

　サンデーマート株式会社を分割会社とし、株式会社マルエツ開発を承継会社とする吸収分割方

式によります。

(3) 結合後の企業の名称

　株式会社マルエツ開発

(4) 取引の目的を含む取引の概要

①　分割の目的

　都市部におけるマーケットシェアの拡大を図るため、小型食品スーパーマーケットを再編

し、効率的、戦略的な経営体制を構築します。

②　分割効力発生日

　平成19年12月１日

2.　実施した会計処理の概要

本分割は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会　平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っています。

　

　　　当連結会計年度(自　平成20年３月１日　　至　平成21年２月28日）

　　　　該当事項はありません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社　マルエツ(E03066)

有価証券報告書

 81/120



(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 375.05円１株当たり純資産額 424.60円

１株当たり当期純利益 37.73円１株当たり当期純利益 49.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 37.66円
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
 は、潜在株式が存在しないため記載していません。   
　

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,712 6,203

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,712 6,203

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 　 　

　 ― ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 124,879 124,862

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

　― ―

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

　 　

新株予約権 239 ―

普通株式増加数(千株) 239 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―――――― ――――――
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(重要な後発事象)

　　　　該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 3,500 790 1.18 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,299 11,406 1.55 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

29,302 18,102 1.72
平成22年３月22日～
平成29年８月28日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他有利子負債
コマーシャルペーパー(１年内返
済)

2,000 ― ― ―

合計 36,102 30,299 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。

　

　
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 11,099 1,899 3,899 651

　

(2) 【その他】

　

提出会社の店舗の賃貸人である入三商事株式会社より、賃貸借契約に基づく賃料差額合計４億66百

万円及び遅延損害金の支払を求める訴訟を提起され、現在係争中です。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

　 　
第56期

(平成20年２月29日現在)
第57期

(平成21年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　現金及び預金 　 　 8,406 　 　 8,194 　

　２　売掛金 ※２ 　 1,491 　 　 1,613 　

　３　有価証券 ※１ 　 ― 　 　 9 　

　４　商品 　 　 7,866 　 　 8,476 　

　５　貯蔵品 　 　 76 　 　 84 　

　６　前払費用 　 　 1,583 　 　 1,565 　

　７　未収入金 　 　 4,460 　 　 4,602 　

　８　関係会社短期貸付金 　 　 200 　 　 200 　

　９　その他 　 　 617 　 　 64 　

　　　流動資産合計 　 　 24,70219.3 　 24,81119.2

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 建物 ※１ 51,281 　 　 53,812 　 　

　　　　減価償却累計額 　 29,065 22,216 　 29,705 24,107 　

　　(2) 構築物 　 3,684 　 　 3,663 　 　

　　　　減価償却累計額 　 2,647 1,036 　 2,688 975 　

　　(3) 車両運搬具 　 19 　 　 17 　 　

　　　　減価償却累計額 　 17 1 　 16 0 　

　　(4) 器具備品 　 15,188 　 　 16,745 　 　

　　　　減価償却累計額 　 11,869 3,319 　 12,729 4,016 　

　　(5) 土地 ※１ 　 25,083 　 　 25,074 　

　　(6) 建設仮勘定 　 　 1,652 　 　 1,547 　

　　　有形固定資産合計 　 　 53,30941.7 　 55,72143.1
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第56期
(平成20年２月29日現在)

第57期
(平成21年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　２　無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 借地権 　 　 20 　 　 20 　

　　(2) 商標権 　 　 40 　 　 37 　

　　(3) ソフトウェア 　 　 ― 　 　 656 　

　　(4) その他 　 　 695 　 　 887 　

　　　無形固定資産合計 　 　 756 0.6 　 1,6011.2

　３　投資その他の資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 投資有価証券 ※１ 　 761 　 　 845 　

　　(2) 関係会社株式 　 　 2,102 　 　 2,102 　

　　(3) 出資金 　 　 9 　 　 6 　

　　(4) 長期貸付金 　 　 78 　 　 67 　

　　(5) 従業員長期貸付金 　 　 532 　 　 525 　

　　(6) 関係会社長期貸付金 　 　 10,944 　 　 10,913 　

　　(7) 長期前払費用 　 　 464 　 　 21 　

　　(8) 差入保証金 ※２ 　 34,488 　 　 33,220 　

　　(9) その他 　 　 625 　 　 609 　

　　　貸倒引当金 　 　 △863 　 　 △1,218 　

　　　投資その他の資産合計 　 　 49,14338.4 　 47,09236.5

　　　固定資産合計 　 　 103,20980.7 　 104,41680.8

　　　資産合計 　 　 127,912100.0 　 129,227100.0

(負債の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　買掛金 　 　 19,030 　 　 19,397 　

　２　短期借入金 　 　 3,500 　 　 790 　

　３　１年内返済予定
　　　長期借入金

※１ 　 1,299 　 　 11,406 　

　４　コマーシャルペーパー 　 　 2,000 　 　 ― 　

　５　未払金 　 　 2,924 　 　 3,126 　
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第56期
(平成20年２月29日現在)

第57期
(平成21年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　６　未払法人税等 　 　 461 　 　 552 　

　７　未払消費税等 　 　 369 　 　 386 　

　８　未払費用 　 　 4,937 　 　 5,176 　

　９　預り金 　 　 1,048 　 　 1,158 　

　10　前受収益 　 　 383 　 　 398 　

　11　商品券引換引当金 　 　 27 　 　 18 　

　12　訴訟損失引当金 　 　 ― 　 　 333 　

　13　その他 　 　 180 　 　 186 　

　　　流動負債合計 　 　 36,16328.3 　 42,93133.2

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　長期借入金 ※１ 　 29,302 　 　 18,102 　

　２　長期未払金 ※１ 　 2,981 　 　 1,562 　

　３　預り保証金 　 　 5,227 　 　 6,427 　

　４　リース資産減損勘定 　 　 2,294 　 　 1,725 　

　５　退職給付引当金 　 　 260 　 　 377 　

　６　関係会社事業損失引当金 　 　 77 　 　 99 　

　７　繰延税金負債 　 　 162 　 　 154 　

　８　負ののれん 　 　 9 　 　 ― 　

　９　その他 　 　 ― 　 　 300 　

　　　固定負債合計 　 　 40,31731.5 　 28,75022.3

　　　負債合計 　 　 76,48159.8 　 71,68255.5

(純資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　 　 　

　１　資本金 　 　 37,54929.3 　 37,54929.1

　２　資本剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 資本準備金 　 9,776 　 　 9,776 　 　

　　(2) その他資本剰余金 　 25 　 　 25 　 　

　　　　資本剰余金合計 　 　 9,8017.7 　 9,8017.6

　３　利益剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　　　その他利益剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　　　繰越利益剰余金 　 6,057 　 　 12,204 　 　

　　　　利益剰余金合計 　 　 6,0574.7 　 12,2049.4

　４　自己株式 　 　 △1,979△1.5 　 △2,011△1.6

　　　株主資本合計 　 　 51,42940.2 　 57,54444.5

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　 　 　

　　　その他有価証券評価
　　　差額金

　 　 1 0.0 　 0 0.0

　　　評価・換算差額等合計 　 　 1 0.0 　 0 0.0

　　　純資産合計 　 　 51,43040.2 　 57,54544.5

　　　負債純資産合計 　 　 127,912100.0 　 129,227100.0
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② 【損益計算書】

　

　 　
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 　 　 　 　 　 　 　

　１　売上高 　 　 314,226100.0 　 334,495100.0

Ⅱ　売上原価 　 　 　 　 　 　 　

　１　商品期首たな卸高 　 7,179 　 　 7,866 　 　

　２　当期商品仕入高 　 230,011 　 　 241,020 　 　

　３　合併による商品受入高 　 581 　 　 ― 　 　

　　　合計 　 237,771 　 　 248,887 　 　

　４　商品期末たな卸高 　 7,866 229,90573.2 8,476 240,41171.9

　　　売上総利益 　 　 84,32126.8 　 94,08428.1

Ⅲ　営業収入 　 　 　 　 　 　 　

　１　不動産収入 　 5,799 　 　 6,050 　 　

　２　その他の営業収入 　 624 6,4232.0 666 6,7172.0

　　　営業総利益 　 　 90,74528.8 　 100,80130.1

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１ 　 83,69326.6 　 92,83327.7

　　　営業利益 　 　 7,0522.2 　 7,9672.4

Ⅴ　営業外収益 　 　 　 　 　 　 　

　１　受取利息 ※２ 424 　 　 383 　 　

　２　受取配当金 　 0 　 　 ― 　 　

　３　匿名組合投資利益 　 213 　 　 136 　 　

　４　雑収入 　 50 688 0.2 63 584 0.2

Ⅵ　営業外費用 　 　 　 　 　 　 　

　１　支払利息 　 542 　 　 521 　 　

　２　コマーシャルペーパー
　　　利息

　 2 　 　 4 　 　

　３　固定資産除却損 　 327 　 　 242 　 　

　４　雑損失 　 99 971 0.3 133 901 0.3

　　　経常利益 　 　 6,7692.1 　 7,6502.3
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第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅶ　特別利益 　 　 　 　 　 　 　

　１　立退補償金収入 　 ― 　 　 420 　 　

　２　固定資産受贈益 　 ― 　 　 374 　 　

　３　解約金収入 　 ― 　 　 25 　 　

　４　関係会社事業損失引当金
　　　戻入益

　 ― 　 　 20 　 　

　５　匿名組合清算に伴う
　　　分配益

　 690 690 0.2 ― 840 0.2

Ⅷ　特別損失 　 　 　 　 　 　 　

　１　減損損失 ※３ 1,957 　 　 830 　 　

　２　貸倒引当金繰入額 　 ― 　 　 415 　 　

　３　訴訟損失引当金繰入額 　 ― 　 　 333 　 　

　４　店舗閉鎖費用 ※４ 82 　 　 233 　 　

　５　和解金 ※５ ― 　 　 180 　 　

　６　早期割増退職金 　 ― 　 　 44 　 　

　７　抱合株式消滅差損 　 307 　 　 ― 　 　

　８　土地売却益修正損 　 205 　 　 ― 　 　

　９　関係会社事業損失引当金
　　　繰入額

　 41 　 　 ― 　 　

　10　商品券引換引当金繰入額 　 33 　 　 ― 　 　

　11　その他 ※６ 7 2,6360.8 ― 2,0370.6

　　　税引前当期純利益 　 　 4,8231.5 　 6,4521.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

　 279 　 　 312 　 　

　　　法人税等調整額 　 ― 279 0.1 △7 305 0.1

　　　当期純利益 　 　 4,5441.4 　 6,1471.8
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

　

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金

資本準備金
(百万円)

その他資本剰余金
(百万円)

資本剰余金合計
(百万円)

平成19年２月28日残高 37,549 9,776 20 9,797

事業年度中の変動額 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 　 　

　自己株式の取得 　 　 　 　

　自己株式の処分 　 　 4 4

　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 ― ― 4 4

平成20年２月29日残高 37,549 9,776 25 9,801

　

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
(百万円)

利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

その他有価証券
評価差額金
(百万円)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金
(百万円)

平成19年２月28日残高 1,512 △2,044 46,815 2 46,817

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　

　当期純利益 4,544 　 4,544 　 4,544

　自己株式の取得 　 △27 △27 　 △27

　自己株式の処分 　 93 97 　 97

　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 △0 △0

事業年度中の変動額合計 4,544 65 4,613 △0 4,613

平成20年２月29日残高 6,057 △1,979 51,429 1 51,430
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当事業年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日)

　

　

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金

資本準備金
(百万円)

その他資本剰余金
(百万円)

資本剰余金合計
(百万円)

平成20年２月29日残高 37,549 9,776 25 9,801

事業年度中の変動額 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 　 　

　自己株式の取得 　 　 △0 △0

　自己株式の処分 　 　 0 0

　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 ― ― 0 0

平成21年２月28日残高 37,549 9,776 25 9,801

　

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
(百万円)

利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

その他有価証券
評価差額金
(百万円)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金
(百万円)

平成20年２月29日残高 6,057 △1,979 51,429 1 51,430

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　

　当期純利益 6,147 　 6,147 　 6,147

　自己株式の取得 　 △34 △34 　 △34

　自己株式の処分 　 2 2 　 2

　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額(純額)

　 　 　 △0 △0

事業年度中の変動額合計 6,147 △32 6,115 △0 6,114

平成21年２月28日残高 12,204 △2,011 57,544 0 57,545
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重要な会計方針
　

第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

左に同じ

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

左に同じ

(3) その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

(3) その他有価証券

①　時価のあるもの

左に同じ

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資(金融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの)については、組

合契約に規定される決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっています。

 

②　時価のないもの

左に同じ

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　(1) 商品

　　　店舗在庫商品は売価還元法による原価法

　　　加工センター等の在庫商品は、最終仕入原価法による

原価法

 

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

左に同じ

　(2) 貯蔵品

　　　最終仕入原価法による原価法

 

(2) 貯蔵品

左に同じ

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を含む)及び構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産については定率法を採用し

ています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　15年～39年

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

左に同じ

 

 

 

　(会計方針の変更)

当事業年度から、法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令　平

成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく償却方法に変更しています。なお、この

変更に伴う損益に与える影響は軽微です。

　(追加情報)

当事業年度から、法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令　平

成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平成19年３月

31日以前に取得したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっています。

この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がそれぞれ189百万円減少しています。

　(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっ

ています。

 

　(2) 無形固定資産

左に同じ
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　 第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

４　引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金

売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の貸倒れに
備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

４　引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金

左に同じ

　(2) 商品券引換引当金
商品券の未使用分について、一定期間後収益に計

上したものに対する将来の使用に備えるため、当事
業年度末における回収実績に基づき、将来の回収見
込額を計上しています。
　(会計方針の変更)
当事業年度から、「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労
引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報
告第42号)を適用し、当社が発行している商品券の未
使用分について、一定期間後収益に計上したものに
対する将来の使用に備えるため、「商品券引換引当
金」を計上する方法に変更しています。
この変更に伴い、引当額33百万円を「商品券引換

引当金繰入額」として特別損失に計上したため、税
引前当期純利益が同額減少しています。

　(2) 商品券引換引当金
左に同じ

 
――――――

　(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期
末において発生していると認められる額を計上して
います。
なお、会計基準変更時差異(4,734百万円)について

は、15年による按分額を費用処理しています。
また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
により按分した額を発生した期から費用処理し、数
理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ
り按分した額を発生の翌期から費用処理することと
しています。

　(3) 退職給付引当金
左に同じ

　(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の

財政状態等を勘案し、当社が負担することとなる損
失見込額を計上しています。

　(4) 関係会社事業損失引当金
　左に同じ

(5)                ――――――
 

　(5) 訴訟損失引当金
訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可

能性のある損失を見積もり、必要と認められる金額
を計上しています。

 
５　リース取引の処理方法
　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい
ます。

 

５　リース取引の処理方法
　　　左に同じ

６　ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満た
していますので、特例処理を採用しています。

６　ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

左に同じ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
左に同じ

(3) ヘッジの方針
借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リス

クを回避する目的で行っています。

(3) ヘッジの方針
左に同じ

(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理を採用していますので、ヘッジの有効性

の判定は、省略しています。
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法
左に同じ
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　 第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

７　消費税等の会計処理
　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用し
ています。
 

７　消費税等の会計処理
　　　左に同じ
 

　
　

(表示方法の変更)

　
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

――――――

 

（貸借対照表）

      前事業年度まで、無形固定資産「その他」に含めて
表示していました「ソフトウェア」につきましては、
重要性が増したため、当事業年度より区分掲記するこ
ととしました。
  なお、前事業年度の無形固定資産「その他」に含ま
れる「ソフトウェア」は、588百万円です。

（損益計算書）

      前事業年度まで、営業外収益に区分掲記していまし
た「受取配当金」は、金額的重要性が乏しいため、当事
業年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示して
います。
  なお、当事業年度の営業外収益「雑収入」に含まれ
る「受取配当金」は、0百万円です。
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注記事項

(貸借対照表関係)
　

第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※１　担保資産
　　　債務の担保に供している資産

建物 2,617百万円
土地 9,747　〃

計 12,364百万円
　　　上記に対する債務額

一年内返済予定長期借入金 614百万円

長期借入金 3,517　〃
長期未払金 767　〃

計 4,898百万円
　　　宅地建物取引業法に基づき、投資有価証券９百万円を

供託しています。
 

※１　担保資産
　　　債務の担保に供している資産

建物 2,558百万円
土地 9,744　〃

計 12,303百万円
　　　上記に対する債務額

一年内返済予定長期借入金 821百万円

長期借入金 2,903　〃
長期未払金 767　〃

計 4,491百万円
　　　宅地建物取引業法に基づき、有価証券９百万円を供託

しています。
 

※２　関係会社に係る事項
　　　区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは

次のとおりです。
売掛金 12百万円

差入保証金 2,359百万円
 

※２　関係会社に係る事項
　　　区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは

次のとおりです。
売掛金 26百万円

差入保証金 2,229百万円
 

　３  偶発債務
   ① 仕入取引に対する保証債務
　　　　　　　　　 ――――――
   ② 当社の店舗の賃貸人である入三商事㈱により、賃
貸借契約に基づく賃料差額及び遅延損害金２億14百
万円の支払いを求める訴訟を提起され、現在係争中
です。

   ③ 当社の店舗の賃貸人である㈱イマックスから適
正賃料にかかる確認訴訟を提訴され、当社も反訴し
て係争中でしたが、平成18年５月23日に東京地方裁
判所より判決が下っています。この判決に基づく事
業年度末日までの未払賃料は３億40百万円で、借地
借家法第32条第２項に基づく遅延損害金は２億18百
万円ですが、当社は平成18年６月２日に控訴し、東京
高等裁判所において現在係争中です。

 

　３  偶発債務
　　　　　　　　　 ――――――

 

　４  配当制限
　　 平成17年８月15日締結のシンジケートローン契約
には、各年度の決算期及び中間期の末日において、連
結貸借対照表及び貸借対照表の資本の部の金額を、
前期比75％以上、かつ連結貸借対照表で36,600百万
円以上、貸借対照表で40,600百万円以上の金額に維
持すること、及び経常損益が連結損益計算書、損益計
算書ともに２期連続（中間会計期間を除く）して損
失にならないようにするという財務制限条項が付さ
れています。

 

　４  配当制限
  　　　　　　　　　左に同じ
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(損益計算書関係)

　
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は84％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は16％で

す。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は84％で、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は16％で

す。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりです。

給料及び手当 38,693百万円

退職給付費用 1,095　〃

水道光熱費 5,672　〃

減価償却費 2,215　〃

賃借料 17,578　〃
 

　　　主要な費目及び金額は次のとおりです。

給料及び手当 42,975百万円

退職給付費用 2,337　〃

水道光熱費 6,627　〃

減価償却費 3,254　〃

賃借料 18,146　〃
 

※２　関係会社に関する事項

　　　関係会社との取引に係るものは次のとおりです。

受取利息 290百万円
 

※２　関係会社に関する事項

　　　関係会社との取引に係るものは次のとおりです。

受取利息 261百万円
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　 第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

※３　当事業年度におきまして、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

店舗

建物

構築物

器具備品

リース資産

神奈川県 774

東京都 615

千葉県 413

埼玉県他 37

賃貸
資産

建物
構築物
器具備品

埼玉県 112

千葉県 4

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしています。

　店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスである店舗における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(1,957百万円)として特別損失に

計上しました。なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定評

価基準またはそれに準ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しています。また、使用価値は、将

来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算定して

います。

（内訳）

建物 1,116百万円

構築物 112　〃

器具備品 246　〃

土地 107　〃

リース資産 374　〃

計 1,957百万円

※３　当事業年度におきまして、当社以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。
(単位　百万円)

用途 種類 場所 減損損失

店舗

建物

構築物

器具備品

リース資産

神奈川県 416

埼玉県 189

東京都 142

千葉県他 71

賃貸
資産

建物
構築物

東京都 5

千葉県他 4

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしています。

　店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスである店舗、または継続し

てマイナスとなる見込みである店舗における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(830百万円)として特別損失に計

上しました。なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定評

価基準またはそれに準ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しています。また、使用価値は、将

来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算定して

います。

（内訳）

建物 445百万円

構築物 47　〃

器具備品他 161　〃

リース資産 176　〃

計 830百万円

※４　店舗閉鎖費用は、当期閉鎖の店舗に係る費用で、そ

の内訳は以下の通りです。

 

閉鎖店に係る固定資産除却損 72百万円

原状回復費用 6　〃

リース契約解約に係る違約金 1　〃

その他店舗閉鎖に係る費用 1　〃

計 82百万円

※４　店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及び閉鎖予定の店舗に係

る費用であり、その内容は以下のとおりです。

 

閉鎖店に係る固定資産除却損 105百万円

契約解約に係る違約金 64　〃

原状回復費用 27　〃

閉鎖予定店に係る固定資産除却損 23　〃

再就職支援費用 11　〃

リース契約解約に係る違約金 1　〃

その他店舗閉鎖に係る費用 0　〃

計 233百万円

※５　　　　　　　 ―――――― ※５　提出会社の店舗の賃貸人である㈱イマックスから

適正資料にかかる確認訴訟を提訴され、係争中でし

たが、平成21年４月１日に東京高等裁判所にて和解

が成立し、和解金180百万円を当事業年度において処

理しています。

※６　その他の特別損失は、閉鎖店舗跡地の障害物撤去費

用等です。

※６　　　　　　　 ――――――
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(株主資本等変動計算書関係)

第56期(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 4,158,773 40,518 189,478 4,009,813

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりです。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　34,518株

　　　吸収合併反対株主からの買取りによる増加   6,000株

　　減少数の主な内訳は、次のとおりです。

　　　ストックオプションの行使による減少　　 189,000株

　　　単元未満株式の買増請求による減少　　　　　 478株

　

第57期(自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 4,009,813 43,569 4,144 4,049,238

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりです。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　43,569株

　　減少数の主な内訳は、次のとおりです。

　　　単元未満株式の買増請求による減少　　　　 4,144株
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(リース取引関係)

　
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
建物
(百万円)

構築物
(百万円)

器具備品
(百万円)

計
(百万円)

取得価額
相当額

956 70 10,37911,406

減価償却
累計額相当額

310 22 5,0865,420

減損損失
累計額相当額

645 47 3,4304,123

期末残高
相当額

― ― 1,8621,862

　

　
建物
(百万円)

構築物
(百万円)

器具備品
(百万円)

計
(百万円)

取得価額
相当額

956 70 9,50510,533

減価償却
累計額相当額

310 22 4,5284,862

減損損失
累計額相当額

645 47 2,5773,271

期末残高
相当額

― ― 2,3992,399

　
(2)　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定の残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,883百万円

１年超 2,452　〃

計 4,335百万円
 

リース資産減損勘定の残高 2,294百万円
 

(2)　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定の残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,464百万円

１年超 2,231　〃

計 3,696百万円
 

リース資産減損勘定の残高 1,725百万円
 

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,308百万円

リース資産減損勘定の取崩額 826　〃

減価償却費相当額 1,344　〃

支払利息相当額 96　〃

減損損失 443　〃
 

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,121百万円

リース資産減損勘定の取崩額 745　〃

減価償却費相当額 1,293　〃

支払利息相当額 74　〃

減損損失 176　〃
 

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。

　　・利息相当額の算定方法

　　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっています。
 

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

　　　　左に同じ

　　・利息相当額の算定方法

　　　　左に同じ

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 1,192百万円

１年超 9,356　〃

計 10,549百万円
 

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 1,294百万円

１年超 9,884　〃

計 11,178百万円
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(有価証券関係)

前事業年度（平成20年２月29日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

当事業年度（平成21年２月28日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)
　

第56期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳

　(1) 流動資産
　　(繰延税金資産)

　　　未払事業税等否認 211百万円

　　　未払賞与否認 252　〃

　　　その他 10　〃

　　　繰延税金資産小計 474　〃

　　　評価性引当額 △474　〃

　　　繰延税金資産合計 ―百万円
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳

　(1) 流動資産
　　(繰延税金資産)

　　　未払事業税等 189百万円

　　　未払賞与 46　〃

　　　訴訟損失引当金
　　　その他

135　〃
134　〃

　　　繰延税金資産小計 505　〃

　　　評価性引当額 △505　〃

　　　繰延税金資産合計 ―百万円
 

　(2) 投資その他の資産
　　(繰延税金資産)

　　　減損損失否認 7,312百万円

　　　繰越欠損金 6,873　〃

　　　関係会社株式評価損否認 24　〃

　　　退職給付引当金超過額 1,034　〃

　　　貸倒引当金否認 202　〃

　　　関係会社事業損失引当金否認 31　〃

　　　その他 317　〃

　　　繰延税金資産小計 15,797　〃

　　　評価性引当額 △15,797　〃

　　　繰延税金資産合計 ―　〃

　　(繰延税金負債) 　

　　　合併受入資産評価益 △161　〃

　　　その他有価証券評価差額金 △1　〃

　　　繰延税金負債合計 △162　〃

　　　繰延税金資産の純額 △162百万円
 

　(2) 投資その他の資産
　　(繰延税金資産)

　　　減損損失 6,912百万円

　　　繰越欠損金 2,907　〃

　　　関係会社株式評価損 24　〃

　　　退職給付引当金 961　〃

　　　貸倒引当金 346　〃

　　　関係会社事業損失引当金 40　〃

　　　店舗閉鎖費用
　　　その他

36　〃
306　〃

　　　繰延税金資産小計 11,535　〃

　　　評価性引当額 △11,535　〃

　　　繰延税金資産合計 ―　〃

　　(繰延税金負債) 　

　　　合併受入資産評価益 △153　〃

　　　その他有価証券評価差額金 △0　〃

　　　繰延税金負債合計 △154　〃

　　　繰延税金資産の純額 △154百万円
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整） 　

永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割等 6.2％

抱合株式消滅差損 2.6％

評価性引当額の増減 △43.7％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.8％

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整） 　

永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割等 4.8％

評価性引当額の増減 △40.7％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.7％

 

　

EDINET提出書類

株式会社　マルエツ(E03066)

有価証券報告書

101/120



(企業結合等関係)

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)における記載内容と同一であるため、記載を省略してい

ます。

　

当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 411.82円１株当たり純資産額 460.93円

１株当たり当期純利益 36.39円１株当たり当期純利益 49.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 36.32円
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について 
は、潜在株式が存在しないため、記載していません。
 

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
第56期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第57期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,544 6,147

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,544 6,147

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 　 　

　 ― ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 124,879 124,862

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

― ―

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

　 　

新株予約権 239 ―

普通株式増加数(千株) 239 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―――――― ――――――
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しています。
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 51,2814,169
1,639
(445)

53,812 29,7051,533 24,107

　構築物 3,684 97
117
(47)

3,663 2,688 104 975

　車両運搬具 19 ―
1
(0)

17 16 0 0

　器具備品 15,1882,253
696
(161)

16,745 12,7291,354 4,016

　土地 25,083 35
43
(―)

25,074 ― ― 25,074

　建設仮勘定 1,652 1 106 1,547 ― ― 1,547

有形固定資産計 96,9086,558
2,605
(654)

100,861 45,1392,992 55,721

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　借地権 20 ― ― 20 ― ― 20

　商標権 55 2 ― 58 20 5 37

　ソフトウェア 1,146 321 ― 1,468 812 253 656

　その他 146 782 ― 929 42 2 887

無形固定資産計 1,369 1,107 ― 2,477 875 261 1,601

長期前払費用 464 12 455 21 ― ― 21

(注) １　当期増加額のうち主な内訳は、次のとおりです。

建物、器具備品 新店及び改装による増加 4,488百万円
　 ２　当期減少額のうち主な内訳は、次のとおりです。

建物 店舗閉鎖等によるものです。 　
　 ３　当期減少額の(　)内の数値は内数で、減損損失の計上額です。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 863 415 15 43 1,218

商品券引換引当金 27 ― 9 ― 18

訴訟損失引当金 ― 333 ― ― 333

関係会社
事業損失引当金

77 42 ― 20 99

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、関係会社に係る損失見込額を貸倒引当金から関係会社事業損失引

当金へ振替えたことによる取崩額等です。

なお、損益計算書では、当該貸倒引当金戻入益と関係会社事業損失引当金繰入額とを相殺して表示していま

す。

２　関係会社事業損失引当金の当期減少額（その他）の金額は、関係会社の利益計上により当社が負担することと

なる損失見込額が減少したことによる取崩額です。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

現金及び預金

　

内訳 金額(百万円)

現金 6,787

預金 　

普通預金 1,407

合計 8,194

　

売掛金

　

相手先 金額(百万円)

㈱オーエムシーカード　(注) 1,219

㈱ジェーシービー 186

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・イ
ンコーポレイテッド

48

㈱アルタックフーズ 39

大和ハウス工業㈱ 17

その他 101

計 1,613

(注)　㈱オーエムシーカードは、平成21年４月１日付けで㈱セントラルファイナンス及び㈱クオークと合併し、㈱セディ

ナとなりました。

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
 

(Ａ＋Ｄ)
×総日数365日２

Ｂ

1,491 58,232 58,110 1,613 97.3 9.7

　

EDINET提出書類

株式会社　マルエツ(E03066)

有価証券報告書

108/120



商品

　

内訳 金額(百万円)

生鮮食品 　

　青果 176

　鮮魚 161

　精肉 198

小計 536

加工食品 　

　惣菜・インストアベーカリー 119

　日配食品 830

　一般食品 3,973

小計 4,923

雑貨・衣料 　

　日用雑貨 2,124

　衣料身の回り品他 892

小計 3,017

合計 8,476

　

貯蔵品

　

内訳 金額(百万円)

商品包装資材 13

施設資材他 70

計 84
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関係会社長期貸付金

　

内訳 金額(百万円)

㈱マルエツ開発 10,930　（200）

㈱トマトスタンプ 183　（ －）

計 11,113　（200）

(注)　金額欄の(　)は、１年内に返済予定の金額を示し、内数です。なお貸借対照表では流動資産に計上しています。

　

差入保証金

　

内訳 金額(百万円)

店舗・土地等賃借　保証金 16,555

　　　　〃　　　　敷金 16,430

　　　　〃　　　　予約保証金 201

取引保証金等 33

計 33,220
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②　負債の部

買掛金
　

相手先 金額(百万円)

国分㈱ 1,876

㈱日本アクセス 1,139

㈱東京ナックス 975

㈱菱食 810

㈱リョーショクリカー 576

その他 14,018

計 19,397

　

長期借入金
　

相手先 金額(百万円)

㈱埼玉りそな銀行 3,475     (275)

住友信託銀行㈱ 3,000   　( －)

㈱日本政策金融公庫 2,674　   (621)

㈱日本政策投資銀行 2,335   　(485)

その他 18,025　(10,025)

計 29,509　(11,406)

(注)　金額欄の(　)は、１年内に返済予定の金額を示し、内数です。なお貸借対照表では流動負債に計上しています。
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(3) 【その他】

当社の店舗の賃貸人である入三商事株式会社より、賃貸借契約に基づく賃料差額合計４億66百万円

及び遅延損害金の支払を求める訴訟を提起され、現在係争中です。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日
８月31日
２月末日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え 　

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　名義書換手数料 ―

　　新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
　http://www.maruetsu.co.jp/

株主に対する特典 なし（注)２

(注) １　当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利

　２　当社は、平成21年４月14日開催の取締役会において、株主優待制度の新設に関して下記のとおり決議していま

す。

(1) 株主優待制度の内容

① 対象株主

　　毎年２月末日現在の株主名簿に記載された一単元（1,000株)以上保有の株主様を対象に、オーナーご優

待券又は商品を贈呈します。あわせて、当社株式を継続して２期以上保有されている長期保有株主様を対

象として、商品（チョイスギフト）を贈呈します。
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② 優待内容

 イ．毎年２月末日現在、一単元（1,000株）以上保有の株主様（選択性）

 a．オーナーご優待券

　　 　1,000～2,999株　　割引券100円券×100枚　優待額10,000円

　　 　3,000～4,999株　　割引券100円券×200枚　優待額20,000円

　　　 5,000株以上   　　割引券100円券×300枚　優待額30,000円

　 b．商品

　 　　1,000～4,999株　　新米５ｋｇ（ＦＯＯＤｅＸ）

　　　 5,000株以上　 　　新米10ｋｇ（ＦＯＯＤｅＸ）

※１ オーナーご優待券は、1,000円（税込）毎のお買物時に100円の割引券としてご利用いただけ

ます。

　　 ２ 「ＦＯＯＤｅＸ」は、品質やおいしさにこだわった当社開発商品です。

 ロ．２期以上の長期保有株主様

長期保有株主様を対象に商品（チョイスギフト）を贈呈につきましては、平成21年２月末現在の株

主名簿に記載されたことを１期とし、平成22年２月末現在の株主名簿に引き続き記載されている株主

様から開始します。(株主番号が同一であることを条件とさせていただきます。)

　なお、保有株式については、２期目の２月末日の株式数とします。

　　　 1,000～4,999株　　チョイスギフト　3,500円相当

　　　 5,000株以上　　 　チョイスギフト　5,000円相当

※ チョイスギフトとは、株主様に当社の「チョイスギフトカタログ」をお送りして、お好みの商品

をお選びいただくものです。

(2) 実施開始時期

    平成21年２月28日現在の株主名簿に記載された株主様から実施します。

(3) オーナーご優待券及び商品のお届け時期

オーナーご優待券　　　平成21年５月末以降

新米(ＦＯＯＤｅＸ)　　平成21年10月

※ 長期保有株主様を対象とするチョイスギフトにつきましてはあらためてご案内します。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
　
(1)
 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第56期)

自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

　 平成20年５月27日
関東財務局長に提出。

　 　 　 　 　 　
(2)
 

半期報告書
 

第57期中 自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

　 平成20年11月25日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年５月22日

株式会社マルエツ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　池　　谷　　修　　一　　㊞

　 　 　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　櫻　　井　　紀　　彰　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社マルエツの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社マルエツ及び連結子会社の平成20年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年５月28日

株式会社マルエツ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　二 ノ 宮　　隆　　雄　　㊞

　 　 　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　櫻　　井　　紀　　彰　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社マルエツの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社マルエツ及び連結子会社の平成21年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年５月22日

株式会社マルエツ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　池　　谷　　修　　一　　㊞

　 　 　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　櫻　　井　　紀　　彰　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社マルエツの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第56期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社マルエツの平成20年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年５月28日

株式会社マルエツ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　二 ノ 宮　　隆　　雄　　㊞

　 　 　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　櫻　　井　　紀　　彰　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社マルエツの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第57期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社マルエツの平成21年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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